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は
じ
め
に

　
ω
　
わ
が
国
に
お
い
て
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
共
犯
に
関
し
て
は

様
々
な
解
釈
論
上
の
問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
共
犯
論
は
他
の
領
域
に
も
増
し
て
学
説
の
対
立
が
顕
著
な
領
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

共
犯
論
が
混
乱
す
る
原
因
の
一
つ
は
、
従
来
の
学
説
が
共
犯
論
上
の
諸
問
題
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
る
こ
と
な
く
個
別
的
に
論
じ
て
き
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目論

た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
そ
も
そ
も
共
犯
は
な
ぜ
処
罰
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
ま
で
遡
り
、

共
犯
嵩
上
の
諸
問
題
を
統
一
的
な
観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
解
決
の
糸
口
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
、
共
犯
の
処
罰
根

拠
論
で
あ
る
。

　
こ
の
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
問
題
は
従
来
、
わ
が
国
に
お
い
て
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和

五
〇
年
代
に
入
り
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
古
く
か
ら
活
発
な
議
論
を
展
開
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
状
況
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
に

　
（
1
）

至
り
、
以
来
、
わ
が
国
の
学
説
は
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
解
明
に
力
を
注
い
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
れ
ま
で
の
状
況
を
見
る
限
り
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
が
必
ず
し
も
明
確
な
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
、
学
説
の
分
類
の
仕
方
に
現
れ
て
い
る
。
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
は
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
べ
き
か
に
つ
い
て
学
説
の
理
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
責
任
共
犯
説
と
惹
起
説
（
因
果
的
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

犯
論
）
の
二
つ
に
大
別
す
る
も
の
、
そ
の
二
つ
と
並
ん
で
不
法
共
犯
説
も
し
く
は
違
法
共
犯
説
と
い
う
範
疇
を
設
け
る
も
の
が
あ
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
、
惹
起
説
を
さ
ら
に
細
か
く
純
粋
惹
起
説
、
修
正
惹
起
説
、
混
合
惹
起
説
に
分
類
す
る
も
の
、
ま
た
、
不
法
共
犯
説
を
行
為
無
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

型
不
法
共
犯
説
と
結
果
無
価
値
型
不
法
共
犯
説
に
分
け
、
両
者
の
違
い
を
重
視
す
る
も
の
な
ど
、
学
説
の
分
類
の
仕
方
は
論
者
に
よ
り

様
々
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
学
説
の
呼
称
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
議
論
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
る
。
そ
の
例
が
、
「
不
法
共
犯
説
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
あ
る
。
不
法
共
犯
説
と
は
責
任
共
犯
説
に
類
似
し
た
見
解
す
な
わ
ち
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
を
指
す
と
す
る
立
場
が
あ
る
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
、
逆
に
、
不
法
共
犯
説
を
惹
起
説
（
因
果
的
共
犯
論
）
と
同
義
に
理
解
す
る
立
場
も
見
受
け
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

法
の
相
対
性
を
否
定
す
る
見
解
を
総
称
し
て
不
法
共
犯
説
と
呼
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
「
混
合
惹
起
説
」
の
名
称
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
＞

も
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
多
く
の
論
者
は
、
違
法
の
相
対
性
を
一
部
認
め
一
部
否
定
す
る
見
解
を
も
っ
て
混
合
惹
起
説
と
し
て
い
る
が
、
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
＞

学
説
の
中
に
は
、
共
犯
が
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
法
益
を
侵
害
し
た
点
を
重
視
す
る
見
解
が
混
合
惹
起
説
で
あ
る
と
す
る
も
の
も

あ
り
、
両
者
の
理
解
に
は
見
逃
せ
な
い
画
聖
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
↓
の
学
説
の
名
称
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
に
用

い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
議
論
の
際
に
誤
解
が
生
じ
、
無
用
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
個
々
の
学
説
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
定
型
説
を
支
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

す
る
論
者
は
、
概
ね
自
説
を
惹
起
説
に
属
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
定
型
説
以
外
の
立
場
に
お
い
て
は
、
定
型
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
惹
起
説
で
は
な
く
不
法
共
犯
説
に
位
置
、
つ
け
る
も
の
や
、
定
型
説
は
責
任
共
犯
説
で
あ
る
と
断
じ
る
も
の
す
ら
あ
る
。

　
一
方
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
各
学
説
と
具
体
的
帰
結
と
の
関
係
も
明
確
で
は
な
い
。
当
初
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
は
、
未
遂

の
教
唆
、
必
要
的
共
犯
、
蓄
助
の
因
果
関
係
、
犯
人
に
よ
る
犯
人
蔵
匿
・
証
拠
隠
滅
へ
の
関
与
、
共
犯
と
身
分
な
ど
の
問
題
の
解
決
に

資
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
未
遂
の
教
唆
の
問
題
は
、
責
任
共
犯
説
と
惹
起
説
の
対
立
に
帰
着
す
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
未
遂
の
教
唆
も
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
に
陥
れ
て
い
る
か
ら
、
責
任
共
犯
説
に
よ
れ
ば
教
唆
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
に
対
し
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
間
接
的
な
法
益
侵
害
に
求
め
る
惹
起
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
法
益
を
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

害
す
る
意
思
の
な
い
未
遂
の
教
唆
は
不
可
罰
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
上
は
、
惹
起
説
に
立
ち
な
が
ら
、
未
遂
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
5
）

唆
も
未
遂
と
い
う
結
果
を
惹
起
し
て
い
る
以
上
は
教
唆
犯
の
成
立
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
惹
起
説
の
う
ち
、
違
法
の
連
帯
性
を
認
め
る
修
正
惹
起
説
か
ら
は
未
遂
の
教
唆
の
可
罰
性
が
肯
定
さ
れ
、
違
法
の
連
帯
性
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す
る
純
粋
惹
起
説
に
よ
れ
ば
未
遂
の
教
唆
は
不
可
罰
と
な
る
と
い
う
図
式
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
修
正
惹
起
説
を
支
持
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
耳
）

る
見
解
に
お
い
て
も
、
未
遂
の
教
唆
を
不
可
罰
と
す
る
も
の
が
、
む
し
ろ
多
数
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
は
、
露
助
の
因
果
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
惹
起
説
に
立
つ
以
上
、
幕
助
犯
に
お
い
て
既
遂
責
任
を
問
う
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
は
需
助
行
為
と
正
犯
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
の
見
方
も
存
在
す
る
が
、
他
方
、
惹
起
説
を
前
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説論

提
と
し
な
が
ら
も
、
共
犯
が
正
犯
行
為
を
通
じ
て
法
益
を
侵
害
す
る
点
を
重
視
す
る
混
合
惹
起
説
を
採
用
し
、
下
方
行
為
と
正
犯
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
主
張
す
る
見
解
も
有
力
な
の
で
あ
る
。

　
吻
　
こ
の
よ
う
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
は
迷
走
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
来
、
混
乱
す
る
共
犯
論
を
整
理
し
体

系
化
す
る
た
め
に
登
場
し
た
は
ず
の
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
自
体
が
こ
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
た
の
で
は
、
か
え
っ
て
共
犯
論
が
混
乱
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
学
説
の
中
に
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
い
う
単
一
の
法
理
に
よ
ら
な
く
て

も
個
々
の
問
題
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
妥
当
な
解
決
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

自
体
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
さ
え
あ
る
。
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
は
、
今
や
そ
の
存
在
意
義
を
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
確
か
に
、
共
犯
右
上
の
す
べ
て
の
問
題
が
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
、
「
共
犯
は
な
ぜ
処
罰
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
は
、
共
犯
の
成
立
範
囲
を
確
定
す
る
上
で
前
提
と
な
る
べ
き
問
題
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

か
ら
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
共
犯
論
上
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
錯
綜
す
る
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
を
見
直
し
、
整
理
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
共
犯
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な
課
題

の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
錯
綜
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
原
因
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
が
果
た
し
て
い
か
な
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
共
通
の
理
解

が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
同
一
の
学
説
か
ら
異
な
る
帰
結
に
至
る
場
合

が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
説
の
分
類
の
仕
方
や
学
説
の
名
称
お
よ
び
内
容
に
関
し

て
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
も
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
が
個
々
の
問
題
と
い
か
な
る
理
論
的
な
関
係
を
有
す
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
っ
た

た
め
に
各
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
か
ら
学
説
を
整
理
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
が
共
犯
論
上
の
い
か
な
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
る
の
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か
と
い
う
点
に
着
目
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
直
し
、

当
な
見
解
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
何
に
求
め
る
べ
き
か
に
つ
き
妥

共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

注
（
1
）
　
山
中
敬
一
「
雲
助
の
因
果
関
係
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
五
巻
四
目
五
1
1
六
号
（
一
九
七
五
年
）
〔
同
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
帰
属
』
（
一
九

　
　
八
四
年
）
所
収
〕
ニ
ハ
ニ
頁
以
下
、
相
内
信
「
固
有
の
犯
罪
性
か
ら
み
た
共
犯
論
試
論
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
篇
二
六
号
（
一
九
七
八
年
）

　
　
六
頁
以
下
、
大
越
義
久
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
（
一
九
八
一
年
）
四
八
頁
以
下
な
ど
。

（
2
）
平
野
龍
一
「
責
任
共
犯
論
と
因
果
共
犯
論
」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
総
論
刑
事
法
研
究
第
2
巻
I
I
』
（
一
九
八
一
年
）
＝
ハ
八
頁
、
香

　
　
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
第
三
版
』
（
一
九
九
五
年
）
三
四
九
一
三
五
〇
頁
、
福
田
平
『
三
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
増
補
〕
』
（
二
〇
〇
一
年
）
二

　
　
五
四
頁
。

（
3
）
　
西
田
典
之
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
共
犯
理
論
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
六
年
）
一
四
四
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
〕
』

　
　
（
一
九
九
七
年
）
二
七
四
頁
、
中
山
研
一
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
」
同
ほ
か
『
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
－
共
犯
論
』
（
一
九
九
七
年
）
一
四
頁
以
下
、
山
口

　
　
厚
『
刑
法
総
論
』
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
四
頁
以
下
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）
且
』
（
二
〇
〇
二
年
）
＝
二
二
三
頁
以
下
。

（
4
）
　
斉
藤
誠
二
「
片
面
的
共
犯
を
め
ぐ
っ
て
」
成
践
法
学
一
六
号
（
一
九
八
三
年
）
八
－
九
頁
、
高
橋
則
夫
『
共
犯
体
系
と
共
犯
理
論
』
（
一
九
入
八
年
）

　
　
九
六
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
一
九
九
九
年
）
七
六
〇
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
［
第
三
版
］
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
一
－
二
七
二

　
　
頁
、
吉
田
宣
之
「
違
法
の
相
対
性
に
つ
い
て
」
『
日
本
刑
事
法
の
理
論
と
展
望
　
上
巻
－
藤
司
先
生
古
稀
祝
賀
一
』
（
二
〇
〇
二
年
）
｝
八
O
I
一

　
　
八
一
頁
。

（
5
）
　
浅
田
和
茂
ほ
か
『
刑
法
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
〔
斉
藤
豊
治
〕
（
一
九
九
七
年
）
二
七
八
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
共
犯
論
覚
書
」
『
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝

　
賀
論
文
集
第
三
巻
　
刑
法
の
理
論
』
（
一
九
九
七
年
）
二
七
四
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
3
版
ご
（
一
九
九
八
年
）
三
八
二
頁
。
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説論

（
6
）
　
相
内
・
前
掲
注
（
1
）
六
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
1
）
一
六
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
4
）
一
二
六
頁
以
下
、
斉
藤
誠
二
「
共
犯
の
処
罰
の
根
拠
に

　
　
つ
い
て
の
管
見
」
『
刑
事
法
学
の
新
動
向
　
上
巻
　
下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
』
（
一
九
九
五
年
）
一
六
一
一
七
頁
。

（
7
）
　
香
川
・
前
掲
注
（
2
）
三
五
〇
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
四
頁
、
大
谷
實
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
』
（
二
〇
〇
一
年
）
四
二
四
頁
、
福
田
．

　
前
掲
注
（
2
）
二
五
四
頁
。

（
8
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
5
）
三
八
二
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
四
頁
、
浅
田
和
茂
「
未
遂
の
教
唆
」
中
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
3
）

　
　
八
七
頁
以
下
、
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
五
五
頁
。

（
9
）
　
高
橋
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
三
頁
以
下
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
6
）
一
八
－
一
九
頁
、
松
宮
孝
明
コ
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
に
つ
い
て
」
同
『
刑
事
立

　
法
と
犯
罪
体
系
』
（
二
〇
〇
三
年
）
二
八
八
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
二
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
4
）
二
七
二
頁
、
照
沼
亮
介
「
蓄
助
犯
の
構

　
　
造
と
因
果
性
」
法
学
政
治
学
論
究
四
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
八
三
頁
。

（
1
0
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
7
）
四
二
四
頁
。

（
1
1
）
　
大
塚
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
五
頁
、
福
田
・
前
掲
注
（
2
）
二
五
四
頁
。

（
1
2
）
　
中
山
・
前
掲
注
（
3
）
＝
ハ
頁
以
下
、
浅
田
・
前
掲
注
（
8
）
八
七
－
八
八
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
一
一
七
六
二
頁
。

（
1
3
）
　
大
越
・
前
掲
注
（
！
）
二
〇
七
頁
、
平
野
・
前
掲
注
（
2
）
一
七
二
頁
。

（
1
4
）
　
西
田
典
之
「
ア
ジ
ャ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
ゥ
ー
ル
（
未
遂
の
教
唆
）
」
藤
木
英
雄
1
1
板
倉
宏
編
『
刑
法
の
争
点
（
新
版
）
』
（
一
九
八
七
年
）
一
四
六

　
　
頁
、
内
藤
・
前
掲
注
（
3
）
＝
二
八
八
一
＝
二
八
九
頁
。

（
1
5
）
　
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
一
九
七
五
年
）
三
五
〇
頁
。

（
1
6
）
　
大
越
・
前
掲
注
（
1
）
二
五
六
－
二
五
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
一
頁
、
浅
田
・
前
掲
注
（
8
）
八
八
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
1
4
）
一
四
六
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
5
）
四
三
三
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
4
）
二
八
九
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
一
頁
。

（
1
8
）
　
山
中
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
五
頁
、
大
越
・
前
掲
注
（
1
）
一
五
九
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
4
）
二
九
二
頁
。
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（
1
9
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
7
）
四
七
二
頁
。

（
2
0
）
　
香
川
達
夫
『
共
犯
処
罰
の
根
拠
』
2
九
八
八
年
）
六
頁
、
二
八
頁
。

（
2
1
）
　
町
野
朔
「
惹
起
説
の
検
討
」
『
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
　
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
一
九
九
四
年
間
一
一
五
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
三
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
1
」
法
学
教
室
一
二
四
号
（
一
九
九
一
年
）
五
五
－
五
六
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
5
）
三
八
四
頁
参
照
。

堀
内
捷

二
　
従
来
の
議
論
状
況
の
概
観

共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
一
　
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況

　
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
わ
が
国
で
も
議
論
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
議
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⊥
）

を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
紹
介
が
数
多
く
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
後

の
論
述
に
必
要
な
範
囲
で
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
ω
　
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
学
説
と
し
て
は
、
ま
ず
、
責
任
共
犯
説
（
Q
り
9
三
祭
亀
コ
昌
日
9
冨
。
目
邑
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
犯

者
が
正
犯
を
通
じ
て
法
益
を
侵
害
す
る
と
同
時
に
、
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
へ
と
引
き
込
む
と
こ
ろ
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
共
犯
は
、
一
方
で
は
各
二
上
の
保
護
法
益
に
対
す
る
罪
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
正
犯
者
を
有
責
的
な
行
為
へ
と
誘
い

込
み
、
処
罰
さ
れ
る
状
態
に
陥
れ
、
堕
落
さ
せ
る
と
い
う
点
で
正
犯
者
に
対
す
る
罪
で
も
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
責
任
共
犯
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
や
ペ
ル
テ
ン
ら
に
よ
っ
て
有
力
に
主
張
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
四
三
年
に
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
二
六
条
お
よ
び
二
七
条
で
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
な
る
べ
き
正
犯
行
為
は
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劇論

故
意
に
よ
る
違
法
な
行
為
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
規
定
し
、
明
文
で
制
限
従
属
性
説
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
二
九
条
に
お
い
て
、
各
関

与
者
の
責
任
は
互
い
に
独
立
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
責
任
共
犯
説
は
、
こ
う
し
た
現
行
法
の
立
場
と
矛
盾
す
る
と
批
判
さ

れ
て
い
る
。
制
限
従
属
性
説
に
よ
る
と
、
有
責
的
で
な
い
行
為
に
対
す
る
共
犯
も
可
能
と
な
る
た
め
、
共
犯
は
必
ず
し
も
正
犯
者
を
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

任
と
刑
罰
へ
と
陥
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
吻
　
そ
こ
で
、
制
限
従
属
性
説
と
調
和
す
る
よ
う
に
責
任
共
犯
説
の
内
容
を
修
正
し
た
の
が
、
レ
ス
お
よ
び
ト
レ
ク
セ
ル
で
あ
る
。

レ
ス
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
が
明
文
で
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
で
い
る
以
上
、
責
任
共
犯
説
の
よ
う
に
、
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
へ
と
誘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
込
む
こ
と
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
。
そ
の
上
で
、
共
犯
と
り
わ
け
教
唆
犯
は
、
正
犯
を
通
じ
て
法

益
を
侵
害
す
る
点
と
並
ん
で
、
正
犯
者
に
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
「
人
格
に
対
す
る
尊
重
と
人
格
の
自
由
な
発
展
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
う
正
犯
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
点
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
責
任
共
犯
説
と
類
似
し
て
い
る
が
、
レ
ス

は
、
自
説
を
制
限
従
属
性
説
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
正
犯
行
為
が
有
責
的
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
共
犯
者
が
正
犯

者
に
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
た
以
上
は
、
社
会
的
平
和
は
撹
乱
さ
れ
、
正
犯
者
の
人
格
の
尊
重
と
自
由
な
発
展
は
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
（
6
＞

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ト
レ
ク
セ
ル
も
、
同
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
ト
レ
ク
セ
ル
に
よ
る
と
、
正
犯
者
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
社
会
の
組

織
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
り
刑
事
訴
追
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
杜
会
的
に
不
利
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
る
。
教
唆
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

唆
行
為
に
よ
り
正
犯
者
を
そ
の
よ
う
な
社
会
と
の
対
立
関
係
に
陥
れ
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
制
限
従
属
性

説
を
前
提
と
し
て
も
十
分
に
成
り
立
つ
。
仮
に
被
教
唆
者
が
責
任
無
能
力
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
違
法
な
行
為
を
行
え
ば
、
刑
事
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

追
を
さ
れ
、
あ
る
い
は
処
分
を
受
け
る
な
ど
、
や
は
り
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
レ
ス
お
よ
び
ト
レ
ク
セ
ル
の
見
解
は
、
責
任
共
犯
説
と
共
通
の
理
論
的
基
盤
に
立
ち
つ
つ
も
、
制
限
従
属
性
説
と
の
調
和
を
図
っ
て
、
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

誘
惑
の
要
素
の
内
容
を
、
「
責
任
と
刑
罰
へ
の
誘
致
」
か
ら
「
不
法
へ
の
誘
致
」
へ
と
修
正
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
「
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
」
（
ゴ
P
O
傷
一
肺
【
N
一
〇
同
一
Φ
Q
つ
O
『
ロ
一
臨
一
①
一
一
⇒
9
】
日
5
P
①
θ
げ
①
O
円
一
①
）
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
共
犯
説

な
い
し
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
に
対
し
て
は
、
①
正
犯
者
が
自
ら
の
自
由
な
意
思
で
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
犯
者

が
不
利
益
を
被
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
犯
者
自
身
に
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
者
が
正
犯
者
の
法
益
を
侵
害
し
た
と
は

　
　
　
（
m
）

い
い
が
た
い
、
②
責
任
共
犯
説
に
よ
る
と
、
共
犯
の
刑
は
、
正
犯
者
を
ど
の
程
度
堕
落
さ
せ
た
か
、
あ
る
い
は
正
犯
者
の
法
益
を
ど
の

程
度
侵
害
し
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
と
な
る
が
、
現
行
法
上
、
共
犯
の
刑
は
正
犯
の
実
現
し
た
構
成
要
件
の
法
定
刑
に
よ
っ
て
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
共
犯
説
の
主
張
は
現
行
法
に
反
す
る
、
③
共
犯
者
が
ど
の
程
度
正
犯
者
を
堕
落
さ
せ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
）

を
立
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
④
帯
助
犯
の
場
合
、
正
犯
者
は
す
で
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
正
犯
者
を
誘
惑
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
共
犯
説
は
柑
助
犯
の
処
罰
根
拠
の
説
明
に
窮
す
る
、
⑤
他
人
を
犯
罪
へ
と
誘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

惑
す
る
こ
と
は
教
唆
犯
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
正
犯
者
が
常
助
者
を
犯
罪
へ
と
誘
惑
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
な

ど
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
責
任
共
犯
説
お
よ
び
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
は
、
今
日
で
は
支
持
者
を
失
っ
て
い
る
。

　
圖
　
現
在
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
通
説
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
惹
起
説
（
＜
①
箋
。
・
8
げ
目
α
q
。
・
き
＆
①
）
も
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
促
進
説
（
「
o
乙
。
≡
⇒
α
q
。
・
臼
8
器
）
で
あ
る
。
惹
起
説
と
は
、
共
犯
者
が
正
犯
者
と
と
も
に
結
果
を
惹
起
し
た
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠

を
求
め
る
見
解
を
い
う
。
も
っ
と
も
、
共
犯
従
属
性
の
内
容
を
ど
う
捉
え
る
か
を
め
ぐ
り
惹
起
説
の
内
部
に
も
対
立
が
見
ら
れ
る
。
共

犯
従
属
性
の
問
題
の
う
ち
、
共
犯
者
の
責
任
が
正
犯
者
の
責
任
か
ら
独
立
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
九
条
に

も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
争
い
は
な
い
。
問
題
は
、
共
犯
の
不
法
と
正
犯
の
不
法
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。
現
在
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
中
心
的
課
題
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
ま
ず
、
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
、
純
粋
惹
起
説
（
匡
器
く
①
震
。
・
碧
筆
下
。
・
昌
げ
8
器
）
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説論

と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
共
犯
と
い
え
ど
も
固
有
の
不
法
内
容
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
他
人
（
正
犯
）

の
不
法
に
関
与
し
た
点
で
は
な
く
、
自
己
の
不
法
を
実
現
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
惹
起
説
に
よ
る
と
、

共
犯
の
不
法
の
有
無
お
よ
び
程
度
は
、
正
犯
行
為
の
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
共
犯
者
自
身
の
要
素
に
基
づ
い
て
判
断

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
正
犯
者
が
教
唆
者
の
所
有
物
を
窃
取
し
た
場
合
、
正
犯
者
は
窃
盗
罪
と
な
る
が
、
窃
盗
の
教
唆
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
成
立
し
な
い
。
財
物
は
教
唆
者
の
所
有
物
で
あ
る
た
め
、
教
唆
者
自
身
は
何
ら
不
法
を
実
現
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
純
粋
惹
起
説
は
現
在
、
一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
惹
起
説
の
帰
結
は
刑
事
政
策
的
に
見
て
妥
当
で
な
い
ば
か
り
か
、

現
行
法
の
規
定
に
も
反
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
純
粋
惹
起
説
に
お
い
て
は
、
共
犯
の
不
法
は
正
犯
行
為
の
性
質
で
は

な
く
共
犯
者
の
固
有
の
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
と
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当

す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
要
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
純
粋
惹
起
説
の
主
唱
者
と
さ
れ
る
リ
ュ
ー
ダ
ー
セ
ン
は
、
一
般

に
不
可
罰
と
解
さ
れ
て
い
る
自
殺
関
与
を
可
罰
的
で
あ
る
と
す
る
。
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
当
該
法
益
が
共
犯
者
に
対
し
て
保

護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
自
殺
者
の
生
命
は
自
殺
者
自
身
に
対
し
て
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
自
殺
そ
の
も
の
は

不
法
で
は
な
い
が
、
自
殺
者
以
外
の
者
に
対
し
て
自
殺
者
の
生
命
は
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
他
人
の
自
殺
へ
の
関
与
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

人
の
生
命
の
侵
害
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
遭
難
者
を
救
助
し
な
い
よ
う
教
唆
し
て
死
亡
さ
せ
た
場
合
も
、
正

犯
は
不
救
助
罪
に
す
ぎ
な
い
が
、
教
唆
者
か
ら
見
れ
ば
他
人
の
生
命
を
侵
害
し
て
い
る
以
上
、
謀
殺
罪
ま
た
は
故
殺
罪
の
教
唆
が
成
立

　
　
　
　
　
（
P
）

す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
共
犯
の
成
立
範
囲
が
不
当
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
て
妥
当
で
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
何
よ
り
も
ま
ず
、
制
限
従
属
性
説
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
条
お
よ
び
二
七
条
に
明
ら
か
に
反
す
る
。

　
他
方
、
純
粋
惹
起
説
に
よ
る
と
き
に
は
、
非
身
分
者
が
真
正
身
分
犯
の
身
分
者
の
行
為
に
加
功
し
た
場
合
に
つ
い
て
非
身
分
者
の
共

犯
の
成
立
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
馬
身
論
者
は
、
身
分
を
欠
く
た
め
に
身
分
犯
の
不
法
を
自
ら
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
純
粋
惹
起
説
に
立
つ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
公
務
員
で
な
い
者
が
法
歪
曲
罪
に
関
与
し
た
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

不
可
罰
に
な
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
処
罰
の
間
隙
は
刑
事
政
策
上
望
ま
し
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
、
立
法

者
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
一
項
に
お
い
て
、
非
身
分
者
が
身
分
者
の
行
為
に
加
功
し
た
場
合
に
身
分
犯
の
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
右
の
結
論
は
こ
の
規
定
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
犯
の
不
法
を
正
犯
の
不
法
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
一

般
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
修
正
惹
起
説
（
ヨ
。
Ω
5
N
醇
δ
＜
o
箋
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

。・

ﾉ
巨
コ
q
。
。
・
9
8
蔚
）
も
し
く
は
従
属
性
志
向
惹
起
説
（
爵
N
①
。
・
の
。
膏
蚤
。
・
。
冨
昌
一
δ
器
く
・
亀
目
。
・
8
巨
⇔
σ
q
。
・
露
。
H
包
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。

共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
他
人
（
正
犯
）
の
不
法
を
惹
起
も
し
く
は
促
進
す
る
点
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ

刑
法
二
六
条
お
よ
び
二
七
条
が
定
め
て
い
る
と
お
り
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
正
犯
行
為
の
存
在

が
不
可
欠
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
の
自
殺
に
関
与
し
た
場
合
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
行
為
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
故
殺
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
他
方
、
修
正
惹
起
説
は
、
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
身
分
者
の
行
為
に
関
与
し

た
非
身
分
者
の
可
罰
性
を
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
分
者
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
関
与
し
た
非
身
分
者
の

行
為
も
違
法
と
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
修
正
惹
起
説
に
対
し
て
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
未
遂
の
教
唆
は
一
般
に
不
可
罰
と

さ
れ
て
い
る
が
、
修
正
惹
起
説
に
よ
る
と
き
に
は
、
こ
の
結
論
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
共
犯
の
不
法
が
正

犯
の
不
法
に
連
帯
す
る
と
解
す
る
と
、
正
犯
が
未
遂
犯
と
し
て
違
法
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
教
唆
し
た
者
の
行
為
も
違
法
と
な
る
は
ず

　
　
　
　
（
2
4
）

だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
的
共
犯
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
法
律
上
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
正
犯
者
が
共
犯
者
の
法

益
を
侵
害
す
る
場
合
に
、
修
正
惹
起
説
に
お
い
て
は
共
犯
の
不
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
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説論

（
2
5
）

る
。
た
と
え
ば
、
自
己
を
殺
害
す
る
よ
う
依
頼
し
た
が
、
生
き
残
っ
た
と
い
う
場
合
、
修
正
惹
起
説
の
・
王
張
を
徹
底
す
る
と
、
要
求
に

よ
る
殺
人
未
遂
罪
の
教
唆
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
正
犯
が
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
未
遂
と
し
て
違
法
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
に
関
与
し
た
者
も
正
犯
に
連
帯
し
て
違
法
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
紛
　
そ
こ
で
、
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が
、
共
犯
の
不
法
は
一
部
正
犯
に
従
属
し
、
一
部
独
立
し
て
い
る
と
す
る
混
合
惹

起
説
（
α
q
①
自
頓
・
。
葺
①
＜
①
巨
誹
8
直
覧
α
q
。
・
ヨ
8
冨
）
で
あ
る
。
混
合
惹
起
説
は
、
ザ
ム
ゾ
ン
や
ロ
ク
シ
ン
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
ザ
ム
ゾ
ン
に
よ
る
と
、
結
果
と
因
果
関
係
を
有
す
る
行
為
が
す
べ
て
共
犯
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な

正
犯
行
為
を
介
し
て
法
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
の
み
共
犯
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
限
従
属
形
式
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

そ
の
点
で
、
共
犯
は
正
犯
の
不
法
に
従
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
違
法
な
正
犯
行
為
に
関
与
す
れ
ば
常
に
共
犯
と
な
る
と
解
す
る
の
も

妥
当
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
所
有
物
を
窃
取
す
る
よ
う
他
人
を
教
唆
し
て
も
、
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
は
、
教
唆
者

自
身
が
法
益
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
共
犯
者
が
自
ら
法
益
を
侵
害
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ザ
ム
ゾ
ン
に
続
き
、
ロ
ク
シ
ン
も
混
合
惹
起
説
を
唱
え
て
い
る
。
ロ
ク
シ
ン
に
よ
る
と
、
純
粋
惹
起
説
は
妥
当
で
な
く
、
ド
イ
ツ
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

法
二
六
条
お
よ
び
二
七
条
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
共
犯
は
違
法
な
正
犯
行
為
に
従
属
し
て
存
在
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
他
方
、
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
た
側
面
も
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
共
犯
に
お
け
る
法
益
侵
害
と
い
う
側
面
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
正
犯
者
を
介
し
て
間
接
的
に
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
共
犯
が
成
立
す
る
た

め
に
は
共
犯
が
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
共
犯
が
法
益
を
侵
害
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

共
犯
者
自
身
の
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
犯
か
ら
独
立
し
た
判
断
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
必
要
的
共
犯
や
未
遂
の
教
唆
の
不
可
罰
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
ロ
ク
シ
ン
に
よ
る
と
、
必
要
的
共
犯
に
お
い
て
一
方
の
当
事
者
が
法
律
上
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
者
が
自
ら
法
益
を
侵

害
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
瓦
者
が
自
己
に
対
す
る
処
罰
を
妨
害
す
る
よ
う
他
人
に
教
唆
し
た
場
合
、
本
犯

者
は
処
罰
妨
害
罪
の
正
犯
行
為
に
加
功
し
て
い
る
が
、
教
唆
犯
と
は
な
ら
な
い
。
処
罰
妨
害
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
国
の
刑
事
司
法
作

用
は
、
本
犯
者
と
の
関
係
で
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
処
罰
妨
害
罪
の
正
犯
行
為
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

共
犯
者
た
る
本
影
者
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
法
益
侵
害
の
事
実
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
共
犯
者
の
観
点
か
ら

見
て
法
益
侵
害
の
事
実
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
的
に
も
法
益
を
侵
害
す
る
意
思
が
共
犯
者
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
教
唆
者
が
法
益
を
侵
害
す
る
意
思
を
欠
い
て
い
る
未
遂
の
教
唆
の
場
合
は
、
た
と
え
正
犯
行
為
が

未
遂
犯
と
し
て
違
法
で
あ
っ
て
も
、
教
唆
者
に
そ
れ
が
連
帯
す
る
こ
と
は
な
く
、
教
唆
者
は
不
可
罰
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、

ロ
ク
シ
ン
は
、
共
犯
者
が
違
法
な
正
犯
行
為
に
関
与
し
た
と
し
て
も
、
共
犯
者
か
ら
見
て
法
益
を
侵
害
し
た
と
い
え
な
い
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

共
犯
は
正
犯
に
従
属
せ
ず
不
可
罰
と
な
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
従
属
的
法
益
侵
害
説
（
ピ
。
訂
。

＜
。
ヨ
興
N
Φ
。
・
。
・
。
蔚
。
冨
p
カ
Φ
。
巨
。
q
。
・
α
q
舅
き
α
q
ユ
鴫
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
2
）

　
ザ
ム
ゾ
ン
や
ロ
ク
シ
ン
の
主
張
す
る
混
合
惹
起
説
は
、
支
持
者
を
増
や
し
つ
つ
あ
る
。
も
っ
と
も
、
混
合
惹
起
説
に
対
し
て
は
、
修

正
惹
起
説
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
未
遂
の
教
唆
や
必
要
的
共
犯
が
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
の
は
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
の
問

題
で
あ
っ
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
ま
で
遡
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
単
に
他
人
の
不
法
の
惹
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
混
合
惹
起
説
は
共
犯
の
不
法
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
る
事
例
を
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

的
に
列
挙
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
統
一
的
な
基
準
を
何
ら
示
し
て
い
な
い
と
の
批
判
や
、
共
犯
の
不
法
の
内
容
は

正
犯
に
従
属
す
る
要
素
と
正
犯
か
ら
独
立
し
た
要
素
か
ら
成
り
立
つ
と
混
合
惹
起
説
は
主
張
す
る
が
、
両
者
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

係
に
立
つ
の
か
が
明
確
で
は
な
い
と
の
批
判
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
益
侵
害
は
正
犯
と
共
犯
に
共
通
す
る
事
実
で
あ
る
か
ら
、
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説払嘲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

共
犯
に
お
け
る
法
益
侵
害
を
正
犯
か
ら
独
立
し
た
要
素
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
未
遂
の
教
唆
や
必
要
的
共
犯
の
よ
う
に
正
犯
が
不
法
で
あ
っ
て
も
共
犯
は
不
法
で
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
と
い
う
混
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

惹
起
説
の
帰
結
自
体
は
、
修
正
惹
起
説
も
承
認
し
て
い
る
。
実
際
、
修
正
惹
起
説
の
中
に
は
、
未
遂
の
教
唆
や
必
要
的
共
犯
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

は
、
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
た
共
犯
独
自
の
不
法
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
明
言
す
る
論
者
も
存
在
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
右
に

述
べ
た
よ
う
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
修
正
惹
起
説
と
混
合
惹
起
説
の
争
い

は
説
明
の
仕
方
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
学
説
の
対
立
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
、
共
犯
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法

な
正
犯
行
為
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
共
犯
の
不
法
が
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
て
評
価
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
は
、

一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
お
り
、
共
犯
従
属
性
の
内
容
に
関
し
て
修
正
惹
起
説
と
混
合
惹
起
説
の
問
に
実
質
的
な
考
え
方
の
相
違
は
な
い

と
い
っ
て
よ
い
。

　
囹
　
こ
の
ほ
か
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
他
人
の
不
法
と
の
連
帯
（
。
。
o
匠
9
『
芭
Φ
ヨ
昌
α
q
巳
辞
時
①
巳
α
①
日
⊂
霞
①
。
巳
に
求
め
る
シ
ュ
ー
マ

ン
の
見
解
が
あ
る
。
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
自
己
答
責
性
の
原
理
を
前
提
と
す
る
限
り
、
共
犯
の
可
罰
性
を
法
益
侵
害
す
な
わ
ち
結
果
無
価

値
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
正
犯
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
り
法
益
を
侵
害
し
た
以
上
、
法
益
侵
害
の
結
果
は
正
犯
者

に
こ
そ
答
責
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
共
犯
者
に
答
責
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
可
罰
性
の
根
拠
は

行
為
無
価
値
に
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
共
犯
の
行
為
無
価
値
と
は
何
か
。
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
未
遂
犯
の
処
罰

根
拠
に
関
す
る
印
象
説
を
援
用
し
つ
つ
、
共
犯
の
行
為
無
価
値
は
他
人
の
不
法
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
に
対
し
て
悪
し
き
手
本

を
示
し
、
法
的
平
和
を
侵
害
す
る
こ
と
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
他
人
の
不
法
の
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

帯
に
存
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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（
4
0
）

　
し
か
し
、
①
共
犯
も
間
接
的
に
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
以
上
、
法
益
侵
害
の
結
果
は
共
犯
者
に
も
答
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
②
他

人
の
不
法
へ
の
連
帯
に
よ
り
一
般
の
規
範
意
識
に
動
揺
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
犯
罪
の
副
次
的
な
効
果
に
す
ぎ
ず
、
共
犯
の
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
1
）

罰
根
拠
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
、
③
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
法
益
侵
害
の
態
様
と
い
う
側
面
を
全
く
考
慮
せ
ず
、
教
唆
犯
も
蕎
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

犯
も
と
も
に
法
的
平
和
の
侵
害
の
み
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
す
る
と
、
両
者
の
法
定
刑
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
、
な
ど

の
批
判
に
晒
さ
れ
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
見
解
は
支
持
者
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

注
（
！
）
　
相
内
信
「
固
有
の
犯
罪
性
か
ら
み
た
共
犯
論
試
論
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
篇
二
六
号
（
一
九
八
○
年
）
六
頁
以
下
、
大
越
義
久
『
共
犯
の

　
　
処
罰
根
拠
』
（
一
九
八
一
年
）
四
八
頁
以
下
、
山
中
敬
一
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
帰
属
』
（
一
九
八
四
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
高
橋
則
夫
『
共
犯

　
　
体
系
と
共
犯
理
論
』
（
一
九
八
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
斉
藤
誠
二
「
共
犯
の
処
罰
の
根
拠
に
つ
い
て
の
管
見
」
『
刑
事
法
学
の
新
動
向
　
上
巻
　
下
村

　
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
』
（
一
九
九
五
年
）
三
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
「
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
に
つ
い
て
」
同
『
刑
事
立
法
と
犯
罪
体
系
』
（
二
〇
〇
三
年
）

　
　
二
七
五
頁
以
下
な
ど
。

（
2
）
葬
竃
馨
さ
富
。
・
の
冨
富
。
葺
α
。
。
・
紆
誤
島
豪
く
鼻
。
G
・
し
Φ
ω
◎
。
。
■
ω
8
㌘
α
。
笏
‘
・
。
器
呼
。
。
9
≧
｝
α
q
。
日
暮
9
同
二
一
号
ω
』
．
日
9
α
。
【
。
・
‘
凄
ε
h
。
・
畠
鼻

　
円
。
ぎ
§
ヨ
P
d
昏
。
σ
2
。
。
魯
騨
一
戸
聞
屋
。
・
o
耳
自
転
【
匹
巳
①
同
回
一
り
㎝
メ
Q
。
』
㎝
介
b
。
①
H
貸
α
興
。
。
5
ω
胃
葺
。
魯
戸
≧
δ
①
日
9
口
臼
目
。
＝
曽
Q
。
尊
墨
8
野
。
戸
一
⑩
①
メ
し
。
．
H
㎝
黛

　
℃
窪
。
P
U
δ
し
d
臨
匡
h
。
N
ロ
日
〈
9
耳
。
畠
①
P
国
営
○
。
場
し
つ
」
軽
㎝
搾
し
つ
。
器
穿
聾
P
ヵ
o
o
茸
。
・
≦
一
堂
α
q
冨
片
目
Ω
Q
り
9
口
置
巨
〉
口
ま
雲
α
。
。
・
自
注
コ
Q
っ
堅
審
。
供
し
・
q
・
図
q
・
8
霧
層

　
N
し
。
叶
芝
㎝
刈
（
一
⑩
ω
○
。
ン
し
。
．
G
。
N
ら
。
一
飯
〇
三
雲
ロ
。
。
。
F
凄
寅
の
9
三
α
毒
α
↓
①
一
ぎ
①
月
日
2
。
。
9
巳
ρ
頴
。
・
錺
。
訂
葺
一
同
u
u
≡
呉
P
6
ω
P
Q
り
．
心
。
Q
．

（
3
）
9
聾
。
『
鯨
目
P
ω
・
ま
爵
①
＼
。
。
。
募
q
。
ひ
。
。
器
曾
。
・
。
喜
＝
。
戸
囚
。
自
誓
。
旨
鐸
・
。
0
．
〉
三
二
・
。
O
O
ド
＜
。
藷
日
護
・
。
翼
・
層
凌
コ
『
」
り
い
カ
。
×
貫
Q
。
言
h
q
・
早

　
。
・
爵
げ
ロ
。
戸
冨
甘
N
督
①
『
囚
。
目
巨
窪
霞
“
ご
〉
琶
‘
一
8
ρ
＜
。
円
㈱
卜
。
ρ
寄
コ
円
」
ρ

（
4
）
［
。
。
・
し
・
”
U
g
d
霞
。
。
募
。
琶
曇
①
乙
窪
〉
藝
葺
巨
σ
q
＆
の
ミ
0
㊤
（
H
㊤
ヨ
あ
」
㎝
．
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川開

（
5
）
雰
。
・
。
・
曽
p
鋤
．
ρ
（
〉
§
．
鼻
）
甲
の
．
㎝
卜
。
．

（
6
）
日
。
。
・
。
・
誌
』
■
○
．
．
（
〉
§
．
心
γ
ω
・
㎝
吟

（
7
）
目
§
冨
♀
∪
①
『
・
。
匿
紳
門
巨
自
。
乙
巴
葛
ぎ
①
し
⑩
①
刈
甲
ω
．
ω
N
①
ド

（
8
）
日
「
Φ
・
富
♀
餌
』
．
○
ス
〉
・
日
．
刈
）
あ
・
ω
卜
。
ふ
購
．

（
9
）
∩
円
§
Φ
函
警
ρ
。
。
。
7
9
吋
①
＼
Q
・
。
ぎ
量
“
p
p
O
．
（
ぎ
ヨ
9
ω
評
＜
。
【
げ
。
ヨ
謬
・
。
澤
．
噸
力
含
円
．
H
汐
9
自
暴
β
N
目
の
q
9
富
雪
冤
。
・
。
σ
q
。
§
p
§

　
　
　
ゴ
密
9
①
墨
塁
お
弩
・
ロ
酔
。
・
．
器
σ
q
2
＞
量
高
話
σ
q
仁
⑩
⑩
刈
あ
．
㎝
ご
＝
。
k
g
。
り
逸
弩
讐
一
。
・
。
げ
9
囚
。
日
ヨ
①
皆
目
ロ
日
G
っ
弓
隠
h
σ
q
①
。
・
。
爵
冨
。
ダ
と
曹
日
g
ロ
量
目
①
戸
邸
O
O
ρ

　　

@
＜
自
励
卜
。
◎
閃
O
日
幽
”
囚
窪
①
斜
脚
①
十
島
。
匿
9
。
自
窪
α
2
零
。
＜
。
冨
ま
昌
＜
8
Q
・
け
轟
審
ε
コ
”
お
○
。
P
。
っ
．
一
①
ω
．
大
越
・
前
掲
注
（
1
）
九
九
頁
。

（
－
o
）
記
［
。
置
・
』
．
ρ
（
〉
舞
㊤
）
“
＜
。
・
鷲
①
菊
量
．
ρ
匂
。
・
。
冨
”
葺
・
。
尋
2
困
。
目
ヨ
g
§
圏
8
Q
。
q
藷
①
。
・
・
喜
億
。
F
b
ヴ
塁
γ
・
。
o
o
ρ
養
膓
N
◎
・
。
メ

　　

@
寄
葦
ρ
至
頁
舞
．
○
■
（
〉
塁
．
⑩
）
冒
Q
。
■
δ
合
力
①
・
N
貯
。
壽
5
閃
婁
監
＜
。
二
g
。
門
σ
。
α
q
自
8
」
雲
量
。
・
需
じ
d
①
巨
曾
・
α
q
曽
H
8
メ
の
」
合
菊
g
p
簿
』
・

　　

@
ρ
（
〉
塁
．
ω
）
”
＜
。
「
暫
ρ
菱
コ
H
』
．
＜
け
・
菌
．
・
．
・
①
門
』
＆
①
α
①
三
碧
量
。
・
。
匿
q
匡
。
弓
尋
曹
龍
．
・
巨
。
・
曇
。
。
募
．
・
蓉
β
。
≧
霧
。
・
・
ω
卜
・
卜
・
．

（
n
）
団
［
器
昏
・
。
帥
＝
σ
q
善
・
・
三
論
。
茸
ご
ご
藝
匿
。
お
穫
g
藝
・
竃
。
蒔
監
・
．
、
」
患
筆
・
。
琶
。
図
・
二
』
・
ρ
（
〉
壱
・
⑩
ジ
。
・
竃
ρ
穿
・
・
9

　　

@
屋
§
・
ミ
。
塞
。
謁
眞
曽
の
冨
審
。
算
と
α
q
。
日
昏
昏
目
。
誉
日
①
　
審
匿
・
。
渇
．
≧
p
“
6
・
。
P
励
㎝
ρ
暮
雪
㎝
合
○
暮
・
甲
。
。
冨
睦
。
。
・
①
室
匿
ぎ
。
四

　　

@
司
墓
。
巨
ヨ
母
響
σ
q
ρ
雪
◎
器
。
ω
勇
。
三
舞
」
ρ
（
〉
§
ω
）
一
日
竃
◎
穿
触
．
ρ
Q
・
け
Φ
貫
∪
δ
．
・
q
緊
。
葺
一
葺
じ
・
。
藝
α
q
き
σ
q
．
・
8
§
。
。
葺
ρ

　　

@
籠
。
。
』
」
o
藁
』
§
雪
薯
窪
戸
の
q
轟
・
。
9
＞
　
。
・
・
遅
生
。
・
目
巴
ザ
餅
ぎ
鉾
・
。
o
o
ρ
ゆ
鼻
菱
葭
』
ρ
こ
れ
に
対
し
、
囚
・
蜀
明
器
．
ρ
（
〉
毒
．
Φ
Σ

　　

@
。
。
し
①
し
。
　
は
、
正
犯
行
為
の
違
法
性
の
程
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
社
会
と
の
対
立
の
程
度
も
高
く
な
る
と
い
え
る
か
ら
、
こ
の
批
判
は
決
定
的
で
は

　
　
　
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
1
2
）
ゆ
ξ
∪
δ
じ
ウ
・
白
星
曼
h
。
昌
昌
N
舞
暮
雲
。
・
薯
・
。
・
冨
。
。
器
匿
。
サ
ニ
。
。
。
9
。
。
’
・
。
o
り
ろ
野
§
ρ
β
・
』
b
．
（
〉
二
日
．
⑩
γ
・
。
．
㎝
ご
閏
馨
『
曽
鋤
』
．
ρ

　　

@
　
（
〉
塁
」
O
γ
の
．
認
9
日
頃
×
貫
p
p
O
■
（
〉
§
．
ω
γ
6
匠
・
⊃
ρ
臣
琴
ρ
の
p
墓
。
戸
の
亀
卜
霧
。
日
野
舅
ヨ
窪
一
碧
N
毒
。
。
冨
曹
。
・
①
喜
＝
。
戸

　　

@
≧
σ
・
。
∋
g
・
二
鼻
H
㊤
器
Ψ
＜
。
匠
・
。
ρ
智
霞
．
q
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

（
1
3
）
　
O
毒
口
①
ミ
寓
Φ
ぎ
P
Q
っ
。
げ
0
5
濯
。
＼
Q
っ
。
げ
『
α
ロ
。
お
．
9
』
．
○
■
（
〉
昌
ヨ
．
ω
）
曽
く
。
『
σ
o
日
ゆ
伽
卜
。
朝
魚
肉
ヵ
α
霞
．
一
⑩
一
国
更
P
餌
』
．
○
．
（
〉
コ
ヨ
．
一
一
Σ
し
つ
’
心
③
h
一
切
o
o
o
窮
9
9
．
暫
．
○
’

　
　
（
〉
コ
曇
｝
O
ン
〈
o
円
ゆ
ゆ
b
の
ρ
．
三
層
閃
曾
H
．
①
二
≦
髪
轟
。
ミ
0
9
。
。
〇
一
＼
N
｝
℃
抽
p
』
．
O
．
（
〉
ヨ
⇔
一
一
）
哩
ゆ
研
ρ
ヵ
⊆
員
「
総
一
ヵ
。
×
｛
戸
四
』
．
○
．
（
〉
昌
日
．
し
Q
）
ゆ
く
9
吻
卜
D
◎

　
　
勾
曾
『
．
9
の
再
巨
9
≦
9
登
髄
』
．
ρ
（
〉
ゴ
ヨ
・
匡
）
り
面
掛
閃
曾
昌
」
卜
。
O
．
こ
れ
に
対
し
、
囚
亀
。
滑
P
P
O
．
（
〉
口
曇
⑩
）
層
。
。
．
δ
巽
は
、
常
助
者
も
正
犯
者
を

　
　
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
追
い
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
こ
の
批
判
は
決
定
的
で
な
い
と
す
る
。

（
1
4
）
　
団
。
。
。
。
o
『
田
餌
』
．
○
．
（
〉
コ
巳
高
○
ン
の
．
ω
N
N
h
一
等
㍉
∩
げ
円
．
の
2
8
盛
。
計
∪
巽
目
馨
2
三
三
巽
q
o
ヨ
目
鋒
。
円
“
一
⑩
①
押
Q
Q
．
N
に
’

（
1
5
）
　
9
薗
ヨ
。
ミ
寓
①
げ
P
の
。
ま
美
。
＼
の
。
『
9
①
♪
9
．
p
O
．
（
〉
臣
目
．
ω
γ
〈
0
8
0
ヨ
綾
卜
。
㎝
究
》
閃
身
円
」
刈
一
団
σ
旦
曽
の
露
譜
。
9
≧
首
。
ヨ
9
自
門
弓
。
炉
卜
。
・
〉
ら
‘
δ
の
ρ

　
　
Q
Q
．
一
〇
〇
⑰
い
O
お
℃
ワ
の
需
卑
⇒
o
o
ぴ
滑
“
〉
＝
α
q
o
日
①
ぎ
。
同
　
月
。
戸
ト
の
．
〉
口
臨
．
“
ト
の
O
O
飼
ゆ
H
ρ
幻
α
霞
．
一
〇
ト
っ
一
コ
鑑
戸
の
q
四
ヰ
O
o
汀
戸
〉
＝
σ
q
o
ヨ
。
ぎ
卑
　
目
。
三
焦
．
＞
o
自
■
”
一
⑩
⑩
ρ

　
　
Q
。
』
O
卜
。
一
日
①
。
・
。
冨
。
ミ
菊
藷
。
＆
曽
門
出
冨
昌
α
2
Q
。
冨
融
。
『
け
Q
・
層
≧
H
。
q
。
ヨ
①
器
円
目
。
タ
朝
．
〉
亀
．
仁
8
◎
Q
。
．
①
・
。
㎝
一
｝
塗
9
の
冨
詑
。
9
≧
α
q
。
男
爵
2
呵
g
一
る
．

　
　
〉
亀
r
卜
o
O
O
ρ
　
ゆ
ト
の
ρ
夘
α
霞
．
易
N
一
Q
っ
q
讐
①
昌
を
〇
二
す
”
p
p
O
．
（
〉
ロ
日
．
一
一
）
層
伽
這
リ
カ
α
目
．
巳
H
の
≦
①
σ
①
評
じ
d
髭
日
讐
⇔
＼
≦
o
σ
o
ミ
ζ
芽
o
F
Q
り
q
印
時
①
o
＝
戸

　
　
〉
＝
α
q
o
ヨ
①
ぎ
段
司
。
嘗
門
。
訂
σ
ロ
o
F
一
〇
．
＞
q
自
．
Ψ
H
⑩
⑩
9
ゆ
ω
ρ
菊
α
霞
．
ρ
励
ω
智
力
α
奪
．
ω
・

（
1
6
）
　
ピ
ま
9
。
。
。
。
①
P
N
≡
昌
Q
っ
q
箋
σ
q
「
⊆
昌
α
α
巽
目
。
白
日
島
琶
。
層
H
⑩
①
メ
Q
り
」
嵩
読
∴
G
り
畠
日
乙
び
似
＝
。
。
9
Q
っ
け
聖
日
。
魯
ρ
〉
＝
α
q
o
ヨ
。
ぎ
2
同
。
四
二
Q
．
〉
ロ
旨
二
一
㊤
刈
9
閃
q
霞
昌
ミ
昭

　
　
寵
∴
】
≦
．
－
囚
．
】
≦
o
冤
①
滑
］
『
讐
げ
。
α
q
ユ
中
切
鵠
α
目
①
臣
口
①
ロ
日
。
己
9
一
犀
戸
O
＞
H
⑩
刈
P
の
．
卜
⊃
㎝
b
⊃
哺
∴
Q
り
鋤
×
糟
N
霞
℃
δ
三
①
ヨ
曽
ユ
】
（
自
o
u
。
田
哩
目
。
＝
嵩
①
げ
巳
①
a
色
涛
誘
い
い
Ψ
N
Q
Q
け
≦
⑩
O

　
　
（
H
雪
G
。
Σ
の
．
Φ
卜
。
刈
身
　
な
お
、
。
。
詩
学
即
簿
．
○
・
（
〉
昌
ヨ
」
H
）
’
⑦
．
ω
b
。
h
も
、
共
犯
者
は
自
己
の
不
法
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調

　
　
す
る
。
ま
た
、
刃
讐
N
貯
。
壽
ζ
帥
．
p
ρ
（
〉
嵩
ヨ
．
一
〇
Σ
の
．
匿
9
。
鵠
．
は
、
正
犯
は
法
益
を
直
接
侵
害
す
る
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
の
に
対
し
、
共
犯
は
正
犯

　
　
行
為
に
加
功
す
る
こ
と
に
よ
り
法
益
を
危
殆
化
す
る
と
こ
ろ
．
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
共
犯
に
よ
る
法
益
の
危
殆
化
は
、
共
犯
独
自
の

　
　
不
法
で
あ
っ
て
、
正
犯
行
為
が
実
際
に
遂
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
行
為
の
存
在
は
共
犯
に
と
っ
て
処
罰
の
条
件
に
す
ぎ

　
　
な
い
と
い
う
。

（
1
7
）
　
U
口
α
Φ
窮
。
。
9
り
鋤
』
．
ρ
（
〉
コ
日
．
一
9
”
Q
っ
．
一
①
刈
二
≦
㌦
囚
．
］
≦
①
k
①
製
陣
．
甲
Q
（
〉
昌
巳
」
①
γ
Q
っ
．
卜
⊃
①
ω
．

（
1
8
）
　
ぴ
＆
①
『
。
。
。
・
o
算
p
p
O
．
（
〉
同
日
．
一
⑰
げ
○
り
．
H
⑤
○
。
．
く
α
q
門
出
興
。
。
‘
∪
震
↓
巻
島
自
①
。
。
一
〇
ぎ
①
げ
ヨ
。
露
讐
σ
①
。
。
叶
8
臨
。
。
。
”
闇
。
の
誘
。
ぽ
二
⇒
建
二
≦
〆
切
N
㊤
≦
p
“
一
⑩
り
9
ω
’
癖
①
O
．
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説論

（
9
1
）
　
い
盈
α
O
島
。
。
o
戸
卑
P
O
．
（
〉
＝
日
．
一
①
γ
ω
．
一
⑩
N
い

（
2
0
）
　
国
σ
①
鼻
P
鉾
○
．
（
〉
同
日
」
㎝
）
響
の
」
G
。
①
唄
O
B
日
9
＼
頴
①
旨
ρ
Q
り
9
α
口
器
＼
Q
っ
。
巨
α
α
o
斜
P
P
O
．
（
〉
口
日
9
ω
γ
＜
o
目
げ
①
ヨ
ゆ
ゆ
b
O
α
寵
．
明
閃
α
日
』
O
唄
O
δ
唱
P
四
』
．
○
．

　
　
（
〉
離
臼
」
切
ン
　
ゆ
｝
P
幻
Ω
嵩
四
一
〇
膳
h
一
国
。
蜜
。
♪
陶
．
ゆ
．
○
．
（
〉
嵩
筥
■
り
）
ワ
〈
o
h
ゆ
い
9
力
量
霞
］
心
　
旨
Φ
q
・
o
ご
①
o
閃
〉
〈
Φ
お
9
P
鋤
．
p
P
（
〉
口
邑
」
切
）
噸
ψ
①
O
Q
O
申
8
0
0
認
鴇

　
　
9
■
僧
■
○
．
（
〉
⇒
日
」
O
γ
＜
自
ゆ
ゆ
b
O
9
卜
。
メ
菊
自
賓
■
⑩
甲
○
蓉
9
＞
器
且
坤
ロ
昌
σ
q
g
コ
ロ
じ
d
o
ぎ
⇔
け
り
q
ロ
ω
H
⑩
○
○
卜
⊃
哩
堕
㎝
㎝
○
○
甲
力
。
×
ヨ
9
N
g
日
○
っ
冒
鋒
σ
q
ヨ
冨
q
α
9
↓
Φ
鵠
昌
助
『
日
P

　
　
頃
①
。
。
ヨ
。
げ
菖
臨
塗
円
の
q
o
①
口
口
α
≦
o
。
・
。
・
o
ア
一
⑩
⑩
G
O
ゆ
の
．
し
Q
①
㎝
一
の
嘗
碧
。
コ
≦
①
戸
戸
P
p
O
9
（
〉
昌
ヨ
’
一
ご
ゆ
四
一
N
ゆ
閃
q
目
．
一
H
O
O
一
≦
①
び
。
評
じ
d
牌
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）
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2
　
わ
が
国
の
議
論
状
況

　
以
上
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
議
論
の
影
響
を
受
け
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
次
に
、
わ
が
国
の
議
論
の
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
の
　
違
法
の
相
対
性
を
め
ぐ
る
議
論
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初
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処
罰
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拠
に
関
し
て
は
、
共
犯
者
が
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
む
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
見
出
す
責
任
共

犯
論
と
、
共
犯
者
が
間
接
的
に
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
が
共
犯
の
処
罰
根
拠
で
あ
る
と
す
る
惹
起
説
（
因
果
的
共
犯
論
）
の
二
つ
が
対
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的
な
説
明
を
す
る
学
説
も
存
在
し
て
い
た
が
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

在
で
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
、
責
任
共
犯
説
を
正
面
か
ら
支
持
す
る
学
説
は
見
当
た
ら
ず
、
惹
起
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
議

論
の
焦
点
は
、
責
任
共
犯
説
か
惹
起
説
か
と
い
う
点
か
ら
、
惹
起
説
内
部
の
対
立
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
点
へ
と
移
行
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。

　
惹
起
説
内
部
に
お
け
る
考
え
方
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
に
つ
い
て
統
一
的
な
理
解
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
多
く
の

論
者
は
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
共
犯
の
違
法
性
を
正
犯
の
違
法
性
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
解
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
学
説
を
分

　
　
　
　
（
4
）

類
し
て
い
る
。
違
法
の
相
対
性
と
い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
や
は
り
修
正
惹
起
説
、
純
粋
惹
起
説
、
混
合
惹
起

説
に
分
け
る
の
が
、
一
般
的
で
あ
る
。

　
吻
　
違
法
の
相
対
性
を
認
め
る
純
粋
惹
起
説
（
独
立
性
志
向
惹
起
説
）
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

お
い
て
は
、
中
山
研
一
教
授
、
浅
田
和
茂
教
授
、
山
中
敬
一
教
授
ら
に
よ
っ
て
依
然
と
し
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
惹
起
説

は
、
正
犯
も
共
犯
も
共
に
法
益
を
侵
害
す
る
と
こ
ろ
に
処
罰
根
拠
が
あ
り
、
両
者
は
法
益
侵
害
の
方
法
を
異
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
の

前
提
か
ら
、
共
犯
の
違
法
性
は
正
犯
の
場
合
と
同
じ
く
行
為
者
自
身
の
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
（
正
犯
）

の
違
法
性
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
共
犯
独
自
の
違
法
性
を
認
め
な
い
修
正
惹
起
説
は
正
犯
か
ら
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

法
性
を
借
用
し
て
共
犯
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
純
粋
惹
起
説
の
最
大
の
特
徴
は
、
要
素
従
属
性
に
お
け
る
最
小
従
属
形
式
を
否
定
す
る
点
に
あ
る
。
純
粋
惹
起
説
に
よ
る
と
、
共
犯
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曲論

の
構
成
要
件
該
当
性
は
正
犯
の
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
な
る
べ
き
正
犯
行
為
は
、
必
ず
し
も
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
医
師
が
事
情
を
知
ら
な
い
看
護
婦
を
し
て
患
者
に
毒
薬
を
与
え
さ
せ
、
死
亡
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

せ
た
場
合
の
よ
う
に
、
過
失
も
し
く
は
無
過
失
の
行
為
に
対
す
る
共
犯
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
公
務
員
が
非
公
務
員
に
賄
賂
を
収
受

さ
せ
た
場
合
に
は
、
公
務
員
に
収
賄
罪
の
教
唆
、
非
公
務
員
に
収
賄
罪
の
蓄
助
が
成
立
す
る
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を

　
　
　
（
9
）

肯
定
す
る
。

　
ま
た
、
共
犯
の
違
法
性
は
共
犯
者
自
身
の
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
共
犯
が
自
ら
違
法
な
結
果
を
惹
起
し
た
と
い
え
れ

ば
足
り
、
正
犯
行
為
自
体
が
可
罰
的
違
法
性
を
有
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
行
為
に
対
す
る
共
犯
も
可
能

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
他
人
の
正
当
防
衛
も
し
く
は
緊
急
避
難
を
利
用
し
て
人
を
死
に
至
ら
し
め
た
場
合
や
、
敬
言
察
官
に
虚
偽
の
事
実

を
述
べ
て
無
実
の
者
を
逮
捕
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、
通
説
は
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
が
、
純
粋
惹
起
説
に
お
い
て
は
殺
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

罪
や
逮
捕
・
監
禁
罪
の
教
唆
と
な
る
。

　
純
粋
惹
起
説
の
ね
ら
い
は
、
共
犯
の
成
立
を
柔
軟
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
間
接
正
犯
と
さ
れ
て
き
た
事
例
を
可
能
な
限
り

共
犯
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
惹
起
説
に
対
し
て
は
、
間
接
正
犯
の
成
立
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

わ
り
に
共
犯
の
成
立
範
囲
が
不
当
に
拡
大
し
、
刑
事
政
策
上
望
ま
し
く
な
い
結
論
に
至
る
と
の
批
判
が
強
い
。
構
成
要
件
に
該
当
し
な

い
行
為
に
対
す
る
共
犯
を
認
め
る
と
す
る
と
、
過
失
の
器
物
損
壊
に
対
す
る
教
唆
も
可
能
で
あ
る
し
、
医
師
が
看
護
婦
に
秘
密
漏
示
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
よ
う
唆
せ
ば
秘
密
漏
示
罪
の
共
犯
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
純
粋
惹
起
説
の
主
張
を
徹
底
す
れ
ば
、
他
人
の
自
傷
・
自
損
行
為

に
関
与
し
た
場
合
は
、
他
人
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
以
上
、
殺
人
罪
・
傷
害
罪
・
器
物
損
壊
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
〔
1
3
）

な
り
か
ね
な
い
。
逮
捕
状
を
執
行
す
る
警
察
官
を
私
人
が
激
励
し
た
場
合
も
、
私
人
に
は
敬
暴
君
官
の
身
分
が
な
い
か
ら
、
共
犯
者
自
身

の
事
情
を
も
と
に
共
犯
の
違
法
性
を
判
断
す
る
純
粋
惹
起
説
か
ら
私
人
に
つ
い
て
逮
捕
罪
の
蓄
助
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
〔
1
4
＞

あ
る
。
結
局
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
純
粋
惹
起
説
は
、
「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
」
と
い
え
な
い
の
に
教
唆
犯
の

成
立
を
肯
定
し
、
ま
た
、
「
正
犯
を
甜
助
し
た
」
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
白
墨
犯
が
成
立
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

法
の
予
定
す
る
教
唆
・
蕎
助
の
概
念
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
純
粋
惹
起
説
は
少
数
説

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
圖
　
こ
れ
に
対
し
、
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
の
原
則
か
ら
違
法
の
相
対
性
を
否
定
す
る
の
が
、
修
正
惹
起
説
（
従

属
性
志
向
惹
起
説
）
で
あ
る
。
修
正
惹
起
説
は
、
主
と
し
て
結
果
無
価
値
論
を
支
持
す
る
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
法
益
侵

害
は
す
べ
て
の
関
与
者
に
と
っ
て
共
通
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
違
法
性
の
本
質
が
法
益
侵
害
に
尽
き
る
と
す
る
と
、
違
法
性
の
評
価
が

人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
曽
根
威
彦
教
授
は
、
共
犯
の
違
法
性
は
正
犯
行
為
を
介
し
た

法
益
侵
害
に
尽
き
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
と
は
独
立
に
共
犯
行
為
独
自
の
違
法
性
・
法
益
侵
害
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
6
）

さ
れ
、
修
正
惹
起
説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。
町
野
朔
教
授
も
、
違
法
性
の
本
質
を
法
益
侵
害
に
見
る
結
果
無
価
値
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、

「
共
犯
者
が
正
犯
者
の
行
為
を
惹
起
し
、
さ
ら
に
正
犯
者
が
違
法
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
、
共
犯
者
は
違
法
結
果
を
惹
起
し
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
る
と
い
う
自
明
の
理
を
い
う
の
が
『
修
正
さ
れ
た
惹
起
説
』
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

　
修
正
惹
起
説
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
正
犯
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
制
限
従

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

属
性
説
を
採
用
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
否
定
さ
れ
、
ま
た
、
正
当
防
衛
な
ど
違
法
性
を
阻
却
す
る

行
為
に
対
す
る
共
犯
も
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
敬
言
察
官
の
適
正
な
職
務
執
行
を
援
助
し
た
者
は
当
然
に
不
可
罰
と
な
る
。

　
他
方
、
正
犯
が
違
法
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
共
犯
も
違
法
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
違
法
の
連
帯
性
」
は
、
正
犯
の
違
法
性
を

借
用
し
て
共
犯
も
違
法
に
な
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
共
犯
が
正
犯
を
介
し
て
法
益
侵
害
を
惹
起
し
た
以
上
は
共
犯
独
自
の
違
法
性

を
判
断
し
て
も
結
果
的
に
共
犯
も
正
犯
と
と
も
に
違
法
と
な
る
と
い
う
事
実
上
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
修
正
惹
起
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説論

説
も
共
犯
独
自
の
違
法
性
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
修
正
惹
起
説
は
不
法
借
用
共
犯
論
で
あ
る
」
と
い
う
純
粋
惹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

起
説
か
ら
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。

　
㈲
　
違
法
の
相
対
性
を
一
部
肯
定
し
一
部
否
定
す
る
混
合
惹
起
説
も
、
近
時
そ
の
支
持
者
を
増
や
し
つ
つ
あ
る
。
松
宮
孝
明
教
授
は
、

共
犯
の
不
法
が
正
犯
の
不
法
に
常
に
連
帯
す
る
と
解
す
る
と
、
未
遂
の
教
唆
の
不
処
罰
や
必
要
的
共
犯
に
お
け
る
一
方
の
当
事
者
の
不

処
罰
を
説
明
で
き
な
い
し
、
加
減
的
身
分
が
非
身
分
者
に
は
連
帯
せ
ず
個
別
的
に
作
用
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
と
さ
れ
、
修
正
惹
起
説

　
　
　
　
（
2
0
）

を
批
判
さ
れ
る
。
ま
た
、
純
粋
惹
起
説
の
よ
う
に
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
こ
と
は
限
縮
的
正
犯
概
念
と
調
和
し
な
い
か
ら
、
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

粋
惹
起
説
を
支
持
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
、
「
共
犯
か
ら
見
た
構
成
要
件
該
当
結
果
の
惹
起
」
と
い
う
共
犯

固
有
の
不
法
を
認
め
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
違
法
な
正
犯
行
為
の
存
在
を
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
す
る
混
合
惹
起
説
が
最
も
優
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

た
見
解
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
山
口
厚
教
授
の
見
解
も
、
混
合
惹
起
説
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
山
口
教
授
は
、
コ
次
的
責
任
」
類
型
で
あ
る
正
犯
に
つ

い
て
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
刑
法
が
介
入
し
て
禁
圧
す
べ
き
事
態
は
生
じ
な
い
か
ら
、
「
二
次
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

責
任
」
類
型
で
あ
る
共
犯
の
成
立
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
制
限
従
属
性
説
を
支
持
さ
れ
る
。
し
か
し
、
山
口
教
授
に
よ

る
と
、
違
法
の
連
帯
性
と
は
、
共
犯
が
正
犯
を
介
し
て
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
正
犯
お
よ
び
共
犯
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
違
法
性

を
判
断
し
て
も
、
結
局
事
実
上
と
も
に
違
法
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
制
限
従
属
性
説
に
お
い
て
も
、
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
4
）

犯
が
違
法
で
あ
る
の
に
共
犯
は
違
法
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
を
殺
害
す
る
よ
う
他
人
に
依
頼
し
た
場
合
、

正
犯
に
つ
い
て
は
嘱
託
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
け
れ
ど
も
、
教
唆
者
の
法
益
主
体
と
し
て
の
地
位
を
考
慮
す
れ
ば
、
教
唆
犯
の
違
法

性
は
否
定
さ
れ
、
嘱
託
殺
人
未
遂
教
唆
罪
は
成
立
し
な
い
。
山
口
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
、
共
犯
独
自
の
違
法
性
が
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
5
）

ら
れ
る
余
地
を
肯
定
さ
れ
、
混
合
惹
起
説
を
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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な
お
、
大
越
義
久
教
授
は
、
第
三
の
惹
起
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
大
越
教
授
は
、
刑
法
の
任
務
を
法
益
の
保
護
に
求
め
、
違
法
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
お
い
て
法
益
侵
害
説
を
と
る
以
上
、
不
法
概
念
を
連
帯
的
に
捉
え
る
修
正
惹
起
説
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
「
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

益
侵
害
説
は
、
違
法
の
相
対
性
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
理
論
で
も
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
法
益
は
法
益
主
体
に
対
し
て
は
保

護
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
の
人
に
よ
る
攻
撃
か
ら
は
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
利
益
不
存
在
の
原
則
に
よ
り
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
は
関
与
者
に
よ
り
個
別
的
に
作
用
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
大
越
教
授
は
、
違
法
の

相
対
性
を
一
定
の
限
度
に
お
い
て
認
め
る
修
正
惹
起
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を
「
第
三
の
惹
起
説
」
と
名
、
、
つ
け
ら
れ

　
　
　
（
2
8
）

る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
惹
起
説
は
、
右
に
述
べ
た
混
合
惹
起
説
と
同
様
に
違
法
の
相
対
性
を
部
分
的
に
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

混
合
惹
起
説
が
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
正
犯
行
為
の
存
在
は
共
犯
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
制
限
従
属
形
式

を
堅
持
す
る
の
に
対
し
、
第
三
の
惹
起
説
は
、
違
法
の
相
対
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
違
法
な
正
犯
行
為
が
存
在
し
な
く
て
も
共
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

は
成
立
し
う
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
両
者
は
見
解
を
異
に
す
る
。

　
口
　
実
行
行
為
の
介
在
の
要
否
を
め
ぐ
る
議
論

　
ω
　
他
方
、
違
法
の
相
対
性
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
惹
起
説
内
部
の
対
立
を
整
理
さ
れ
る
の
は
、
大
谷
實
教
授
で
あ
る
。
大
谷
教
授

は
、
惹
起
説
を
純
粋
惹
起
説
と
混
合
惹
起
説
に
分
け
ら
れ
、
純
粋
惹
起
説
と
は
共
犯
が
正
犯
を
通
じ
て
法
益
侵
害
の
結
果
を
惹
起
し
た

こ
と
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
す
る
見
解
を
い
い
、
混
合
惹
起
説
と
は
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
法
益
侵
害
の
惹
起
に
加
功
し
た
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

重
視
す
る
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
益
侵
害
結
果
の
惹
起
を
共
犯
の
不
可
欠
の
要
素
と
解
す
る
か
、
む
し
ろ
正
犯
の
実
行

行
為
に
加
功
す
る
点
に
共
犯
の
本
質
を
見
出
す
か
と
い
う
考
え
方
の
違
い
に
着
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
田
雅
英
教
授
が
、
惹
起
説
を

修
正
惹
起
説
と
純
粋
惹
起
説
に
分
け
、
両
者
の
違
い
は
「
共
犯
が
正
犯
者
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
経
由
す
る
こ
と
」
を
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（
3
1
）

要
求
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
混
合
惹
起
説
、
修
正
惹
起
説
、

純
粋
惹
起
説
と
い
う
名
称
は
、
違
法
の
相
対
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
大
谷
教
授
や
前
田
教
授
の
分
類
で

は
、
そ
う
し
た
学
説
の
名
称
が
異
な
る
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

　
吻
　
大
谷
教
授
の
分
類
に
よ
る
と
、
混
合
惹
起
説
と
は
、
共
犯
行
為
と
結
果
と
の
問
に
正
犯
の
実
行
行
為
が
介
在
す
る
こ
と
を
共
犯

の
処
罰
根
拠
と
し
て
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
。
大
谷
教
授
自
身
は
、
構
成
要
件
を
機
軸
と
す
る
共
犯
論
に
お
い
て
は
、
共
犯
は
単
に
法

益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
だ
け
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
混
合
惹
起
説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
団
藤
重
光
博
士
や
大
塚
仁
博
士
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
定
型
説
も
、
こ
の
混
合
惹
起
説
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
定

型
説
は
、
正
犯
と
共
犯
は
行
為
の
定
型
が
異
な
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
行
行
為
の
概
念
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
正
犯
と
共
犯
の
差
異
は
、
正
犯
が
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
共
犯
は
自
ら
実
行
行
為
を
行
わ
ず
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

犯
に
加
功
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
型
説
に
お
い
て
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
も
、
共
犯
が
正
犯
の
実
行
行
為

を
通
じ
て
結
果
を
実
現
し
た
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
混
合
惹
起
説
は
、
従
来
、
通
説
的
地
位
を
占
め
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
共
犯
の
成
立
要

件
と
し
て
正
犯
に
よ
る
実
行
行
為
の
存
在
が
不
可
欠
と
な
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
最
小
従
属
性
が
必
要
と
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
正
犯
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

き
共
犯
」
は
否
定
さ
れ
る
。
逆
に
、
正
犯
の
実
行
行
為
に
加
功
し
た
以
上
は
、
共
犯
の
成
立
要
件
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
た

と
え
ば
未
遂
の
教
唆
も
可
罰
的
と
な
ろ
う
。
実
際
、
大
谷
教
授
お
よ
び
定
型
説
の
論
者
は
、
教
唆
犯
・
紅
血
犯
の
故
意
の
内
容
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

は
、
正
犯
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
認
識
で
足
り
、
法
益
侵
害
の
結
果
発
生
に
関
す
る
認
識
は
必
要
で
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

大
谷
教
授
は
、
着
座
犯
の
因
果
関
係
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
甜
助
行
為
と
法
益
侵
害
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る

29巻4号　92



共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

こ
と
を
要
せ
ず
、
帯
助
行
為
と
正
犯
行
為
と
の
問
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
周
　
こ
れ
に
対
し
、
正
犯
の
実
行
行
為
に
加
功
す
る
こ
と
よ
り
法
益
侵
害
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
こ
そ
が
共
犯
の
本
質
的
要
素
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
大
谷
教
授
の
分
類
に
お
け
る
純
粋
惹
起
説
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
惹
起
説
は
、
右
の
混
合
惹
起
説
の
よ
う
に
共
犯
行
為

と
法
益
侵
害
結
果
と
の
関
係
を
軽
視
す
る
と
、
正
犯
の
行
為
無
価
値
も
し
く
は
社
会
倫
理
違
反
の
惹
起
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
に
な
り
、
法
益
保
護
を
刑
法
の
任
務
と
す
る
基
本
的
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
に
共
犯
行
為
と
法
益
侵
害
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
の
関
係
を
重
視
す
る
見
解
は
、
近
時
多
く
の
支
持
者
を
得
て
い
る
。

　
こ
の
純
粋
惹
起
説
に
よ
る
と
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
共
犯
行
為
と
正
犯
の
実
行
行
為
と
の
問
に
因
果
関
係
が
存
在
し
た
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

で
は
足
り
ず
、
法
益
侵
害
結
果
と
の
問
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
共
犯
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
も
、

単
に
正
犯
者
に
実
行
行
為
を
行
わ
せ
る
と
い
う
認
識
で
は
十
分
で
な
く
、
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
意
思
も
し
く
は
認
識
を
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
思
・
認
識
を
欠
く
未
遂
の
教
唆
は
不
可
罰
と
な
ろ
う
。

　
他
方
、
純
粋
惹
起
説
に
お
い
て
は
、
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
こ
そ
が
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
重
要
と
な
る
か
ら
、
こ
の
見
解
を
徹

底
す
る
と
、
共
犯
は
何
ら
か
の
他
人
の
行
為
を
通
じ
て
法
益
を
侵
害
す
れ
ば
足
り
、
正
犯
の
実
行
行
為
の
存
在
を
共
犯
の
成
立
要
件
と

す
る
必
然
性
は
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
。
事
実
、
共
犯
が
法
益
を
侵
害
し
た
点
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
重
視
す
る
見
解
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
、
最
小
従
属
性
説
す
ら
否
定
し
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
行
為
が
な
い
場
合
に
も
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
も
の
が
存
在
す
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
は
、
不
当
に
共
犯
の
成
立
範
囲
が
拡
大
す
る
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
大
谷
教
授
の
い
う
混
合
惹
起
説
が
あ
え
て
正
犯
に
よ
る
実
行
行
為
の
介
在
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
も
、
純
粋
惹
起
説
の
よ
う

に
単
に
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
法
益
侵
害
に
あ
る
」
と
し
た
の
で
は
共
犯
の
成
立
範
囲
が
無
限
定
に
な
っ
て
し
ま
う
と
の
懸
念
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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㈲
　
こ
の
よ
う
に
、
惹
起
説
内
部
の
対
立
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
観
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め

ぐ
る
わ
が
国
の
議
論
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
大
谷
教
授
の
主
張
さ
れ
る
混
合
惹

起
説
は
そ
も
そ
も
惹
起
説
に
は
含
ま
れ
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
議
論
を
一
層
複
雑
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
定
型
説
の
論
者
や
大
谷
教
授
は
、
自
説
を
惹
起
説
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
中
山
教
授
は
、
定
型
説
や
大

谷
教
授
の
見
解
が
未
遂
の
教
唆
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
点
を
捉
え
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
惹
起
説
に
含
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
中
山
教
授
に
よ
る
と
、
違
法
共
犯
論
（
不
法
共
犯
論
）
と
惹
起
説
（
因
果
的
共
犯
論
）
は
明
確
に
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
誘
発
ま
た
は
促
進
し
た
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め

る
見
解
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
共
犯
が
正
犯
と
と
も
に
結
果
を
惹
起
し
た
こ
と
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
す
る
見
解
を
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
惹
起
説
と
は
本
来
、
法
益
侵
害
結
果
の
惹
起
を
共
犯
の
本
質
的
要
素
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論
理
的
帰
結

と
し
て
、
結
果
を
惹
起
す
る
意
思
の
な
い
未
遂
の
教
唆
は
不
可
罰
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
定
型
説
の
論
者
や
大
谷
教
授
が
未
遂
の
教
唆

の
可
罰
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
は
、
共
犯
の
本
質
を
法
益
侵
害
（
結
果
無
価
値
）
の
惹
起
で
は
な
く
正
犯
の
実
行
行
為
（
行
為
無
価
値
）

の
惹
起
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
惹
起
説
に
は
当
た
ら
ず
、
む
し
ろ
惹
起
説
と
は
区
別
さ
れ
た
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

味
で
の
違
法
共
犯
論
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
浅
田
和
茂
教
授
が
大
谷
教
授
の
見
解
や
定
型
説
を
行
為
無
価
値
論
的
不
法
共
犯
論
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ

る
。
浅
田
教
授
に
よ
る
と
、
不
法
共
犯
論
と
は
、
正
犯
に
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
る
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
る
見
解
を
い
う
が
、

不
法
共
犯
論
の
中
に
も
、
法
益
侵
害
も
し
く
は
結
果
の
惹
起
（
結
果
無
価
値
）
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
重
視
す
る
結
果
無
価
値
型

不
法
共
犯
論
と
、
正
犯
に
よ
る
結
果
の
惹
起
で
は
な
く
正
犯
の
実
行
（
行
為
無
価
値
）
と
の
関
係
で
共
犯
を
捉
え
る
行
為
無
価
値
型
不

法
共
犯
論
が
あ
る
。
大
谷
教
授
の
見
解
や
定
型
説
の
主
張
は
、
正
犯
に
実
行
行
為
を
行
わ
せ
た
こ
と
を
根
拠
に
未
遂
の
教
唆
を
可
罰
的
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（
4
5
）

で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
行
為
無
価
値
論
的
不
法
共
犯
論
に
当
た
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
大
越
教
授
は
、
定
型
説
を
責
任
共
犯
説
に
当
た
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
大
越
教
授
に
よ
る
と
、
惹
起
説
は
、
犯
罪
結
果
を
直

接
的
に
惹
起
す
る
の
が
正
犯
で
あ
り
、
正
犯
を
通
じ
て
間
接
的
に
惹
起
す
る
の
が
共
犯
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
正
犯
と
共
犯
と
の
定

型
の
違
い
を
、
犯
罪
結
果
に
対
す
る
因
果
設
定
の
型
の
相
違
と
理
解
す
る
の
に
対
し
、
責
任
共
犯
説
は
、
両
者
の
差
異
を
犯
罪
性
格
そ

れ
自
体
の
相
違
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
定
型
説
が
刑
法
の
任
務
を
社
会
倫
理
の
保
護
に
見
て
い
る
こ
と
、
未
遂
の
教
唆
や
犯
人
に
よ
る

犯
人
蔵
匿
・
証
拠
隠
滅
の
教
唆
を
可
罰
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
真
正
身
分
犯
お
よ
び
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
原
則
的
に
身
分

の
連
帯
的
作
用
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
大
越
教
授
は
、
定
型
説
は
正
犯
と
共
犯
と
の
定
型
の
違
い
を
犯
罪
性
格
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

自
体
の
相
違
と
捉
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
責
任
共
犯
説
の
基
本
的
思
想
と
一
致
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
谷
教
授
の
見
解
や
定
型
説
が
惹
起
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
認

識
の
違
い
は
、
惹
起
説
の
意
義
に
つ
い
て
統
一
的
な
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害
結
果

の
惹
起
を
共
犯
の
本
質
的
要
素
と
す
る
見
解
こ
そ
が
惹
起
説
と
い
え
る
の
か
、
共
犯
者
が
正
犯
の
実
行
行
為
に
加
担
し
た
点
を
重
視
す

る
見
解
を
も
惹
起
説
に
含
め
て
よ
い
の
か
を
め
ぐ
り
、
学
説
の
間
に
考
え
方
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
　
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
課
題

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
糸
を
ほ
ど

く
に
は
、
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
右
に
見
た
と
お
り
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
は
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
そ
の
課
題
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
は
、
惹
起
説
と
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
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は
惹
起
説
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
惹
起
説
の
意
義
お
よ
び
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
理
解
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
こ
と
が
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
大
谷
教
授
の
見
解
や
定
型
説
を
惹
起
説
に
分
類
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き

理
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
す
る
と
、
何
を
も
っ
て
惹
起
説
と
い
う
の
か
に
つ
い

て
共
通
の
理
解
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
議
論
を
進
め
て
い
く
上
で
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
、
惹
起
説
と
責
任
共
犯
説
・
不
法
共
犯
説
と
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
惹
起
説

内
部
の
対
立
も
し
く
は
不
法
共
犯
説
内
部
の
対
立
に
注
目
す
る
論
者
も
多
い
も
の
の
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
学
説
は
、
大
き
く

は
責
任
共
犯
説
と
惹
起
説
に
二
分
さ
れ
る
か
、
責
任
共
犯
説
、
不
法
共
犯
説
、
惹
起
説
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的

な
理
解
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
右
に
見
た
と
お
り
、
惹
起
説
、
責
任
共
犯
説
、
不
法
共
犯
説
の
区
別
は
必
ず
し
も
自
明
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
惹
起
説
の
意
義
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
責
任
共
犯
説
と
は
ど
の
よ
う
な
学
説
で
あ
り
、
不
法
共
犯
説

と
は
ど
の
よ
う
な
学
説
を
指
す
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
惹
起
説
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
も
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
課
題
は
、
諸
説
が
ど
の
よ
う
な
点
で
対
立
し
て
い
る
の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
責
任
共
犯
説
を
正
面

か
ら
支
持
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
の
は
、
責
任
共
犯
説
以
外
の
学
説
す
な
わ
ち
不
法
共

犯
説
お
よ
び
惹
起
説
に
お
け
る
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
立
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
一
つ
は
、
法
益
侵
害
も
し
く
は
既
遂
結
果
の
惹
起
こ
そ
が
共
犯
の
本
質
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
共
犯
が
正
犯
に
実

行
行
為
を
行
わ
せ
た
点
を
重
視
す
る
か
と
い
う
対
立
で
あ
る
。
大
谷
教
授
に
よ
る
混
合
惹
起
説
と
純
粋
惹
起
説
の
分
類
や
、
不
法
共
犯

説
と
惹
起
説
の
違
い
を
強
調
す
る
見
解
な
ど
は
、
こ
の
対
立
に
着
目
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
も
う
一
つ
の
対
立
点
は
、
共
犯
の
違
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

法
性
は
正
犯
の
違
法
性
に
基
づ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
共
犯
の
違
法
性
は
正
犯
の
違
法
性
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
違

法
の
相
対
性
の
問
題
で
あ
る
。
惹
起
説
内
部
に
お
け
る
従
属
性
志
向
惹
起
説
（
修
正
惹
起
説
）
、
独
立
性
志
向
惹
起
説
（
純
粋
惹
起
説
）
、

従
属
的
法
益
侵
害
説
（
混
合
惹
起
説
）
の
区
別
は
、
こ
の
違
法
の
相
対
性
の
観
点
を
意
識
し
た
分
類
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
が
錯
綜
し
て
き
た
原
因
の
↓
つ
は
、
こ
の
異
な
る
二
つ
の
問
題
が
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
領
域
に
お

い
て
同
時
に
議
論
さ
れ
て
き
た
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
一
応
別
個
の
問
題
で
は
あ
る

も
の
の
、
理
論
的
に
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
も
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
異
な
る
次
元
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
従
来
、
そ
れ
ら
が

明
確
に
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
二
つ
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
核
心
が
あ
る
の

か
、
ま
た
、
両
者
は
理
論
的
に
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
説
の
真
の
対
立
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
が
必
須
の
課
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
章
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

注
（
ユ
）
　
平
野
龍
【
「
責
任
共
犯
論
と
因
果
共
犯
論
」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
総
論
　
刑
事
法
研
究
第
2
巻
1
1
』
（
］
九
八
一
年
）
一
六
八
頁
、
香

　
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
第
三
版
』
（
一
九
九
五
年
）
三
四
九
一
三
五
〇
頁
、
福
田
平
『
三
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
増
補
〕
』
（
二
〇
〇
一
年
）
二

　
五
四
頁
。

（
2
）
　
瀧
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』
（
一
九
四
七
年
）
二
四
六
頁
以
下
、
江
家
義
男
『
刑
法
（
総
論
）
』
（
一
九
五
二
年
）
】
入
四
頁
、
一
九
〇
頁
。
さ
ら
に
、

　
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
六
九
年
）
七
一
七
頁
も
、
責
任
共
犯
説
的
な
主
張
を
し
て
い
る
。

（
3
）
　
平
野
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
二
頁
以
下
、
西
田
典
之
『
新
版
共
犯
と
身
分
』
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
五
頁
、
山
中
敬
】
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
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と
帰
属
』
⊃
九
八
四
年
）
一
五
六
頁
、
高
橋
則
夫
『
共
犯
体
系
と
共
犯
理
論
』
（
一
九
八
八
年
）
＝
二
八
頁
、
町
野
朔
「
惹
起
説
の
整
備
・
点
検
－

　
　
共
犯
に
お
け
る
違
法
従
属
と
因
果
性
－
」
『
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
　
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
｝
九
九
四
年
）
＝
五
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総

　
　
論
講
義
』
（
一
九
九
五
年
）
四
九
八
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
〕
』
（
皿
九
九
七
年
）
二
七
五
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
』

　
　
（
一
九
九
七
年
）
三
四
二
頁
、
日
高
義
博
「
端
麗
の
因
果
関
係
」
植
松
正
ほ
か
『
現
代
刑
法
論
争
1
〔
第
二
版
〕
』
（
一
九
九
七
年
）
三
三
七
頁
、
前
田

　
　
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
3
版
］
』
（
一
九
九
八
年
）
三
八
八
頁
、
山
口
厚
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
従
属
性
」
同
『
問
題
探
求
刑
法
総
論
』
（
一
九
九

　
　
八
年
）
二
三
六
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
［
第
三
版
］
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
二
頁
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
入
頁
、
福

　
　
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
五
四
頁
、
木
村
光
江
『
刑
法
［
第
2
版
ご
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
三
頁
。

（
4
）
　
高
橋
・
前
掲
注
（
3
）
＝
二
八
頁
、
斉
藤
誠
二
「
共
犯
の
処
罰
の
根
拠
に
つ
い
て
の
管
見
」
『
刑
事
法
学
の
新
動
向
　
上
巻
　
下
村
康
正
先
生
古
稀

　
　
祝
賀
』
（
一
九
九
五
年
）
一
七
－
一
八
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
一
－
二
七
二
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
一
九
九
九
年
）
七
六
一
頁
、

　
　
吉
田
宣
之
「
違
法
の
相
対
性
に
つ
い
て
」
『
日
本
刑
事
法
の
理
論
と
展
望
　
上
巻
一
佐
藤
司
先
生
古
稀
祝
賀
1
』
（
二
〇
〇
二
年
）
一
八
一
頁
。

（
5
）
　
中
山
研
一
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
」
同
ほ
か
『
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
1
共
犯
論
』
（
一
九
九
七
年
）
二
二
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
共
犯
論
覚
書
」
『
中
山

　
　
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
（
一
九
九
七
年
）
二
七
五
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
三
1
七
六
四
頁
。
同
旨
、
佐
伯
千
傍
『
四
訂
刑
法

　
　
講
義
（
総
論
）
』
（
一
九
八
一
年
）
三
三
七
頁
、
中
義
勝
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
一
九
八
○
年
）
二
五
五
頁
、
植
田
重
正
「
共
犯
独
立
性
説
と
従
属
性
説
」

　
　
同
『
共
犯
塗
上
の
諸
問
題
』
（
一
九
八
五
年
）
八
頁
以
下
。
な
お
、
相
内
信
「
固
有
の
犯
罪
性
か
ら
み
た
共
犯
論
試
論
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法

　
　
学
篇
二
六
号
（
一
九
七
八
年
）
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
山
中
敬
一
「
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
論
－
大
越
説
の
検
討
を
中
心
に
一
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
一
九
入
六
年
）
一
四
三
頁
。

（
7
）
　
佐
伯
・
前
掲
注
（
5
）
三
三
七
－
三
三
八
頁
、
山
中
敬
一
「
因
果
的
共
犯
論
と
責
任
共
犯
論
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
4
巻
』
（
一

　
　
九
九
二
年
）
一
〇
一
一
一
〇
二
頁
、
浅
田
・
前
掲
注
（
5
）
二
七
五
頁
、
中
山
研
一
『
概
説
刑
法
1
［
第
2
版
］
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
六
　
頁
。

（
8
）
　
佐
伯
・
前
掲
注
（
5
）
三
五
五
頁
、
中
山
・
前
掲
注
（
7
）
二
八
二
頁
。
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（
9
）
　
中
義
勝
「
違
法
の
連
帯
性
と
要
素
従
属
性
」
同
『
刑
法
上
の
諸
問
題
』
（
一
九
九
】
年
）
四
七
八
頁
以
下
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
七
八
頁
、
中

　
　
山
・
前
掲
注
（
7
）
二
九
五
頁
。

（
1
0
）
　
植
田
重
正
「
目
的
々
行
為
論
と
間
接
正
犯
論
」
同
・
前
掲
注
（
5
）
三
三
頁
以
下
、
中
・
前
掲
注
（
5
）
四
七
六
頁
以
下
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
5
）

　
　
三
五
六
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
七
九
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
純
粋
惹
起
説
は
、
正
犯
は
単
純
な
違
法
行
為
も
し
く
は
一
般
的
な
違
法
行
為
で
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
正
犯
の
行
為
お
よ
び
結
果
が
正
当
化
さ
れ
れ
ば
、
共
犯
が
正
犯
を
通
じ
て
惹
起
し
た
結
果
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逮
捕
状
を
執
行
す
る
敬
言
察
官
を
私
人
が
激
励
し
た
場
合
は
、
正
犯
た
る
警
察
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
以
上
、
こ
れ

　
　
を
援
助
し
た
私
人
に
と
っ
て
も
結
果
が
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
逮
捕
罪
の
甜
助
は
成
立
し
な
い
。
中
山
・
前
掲
注
（
7
）
二
六
一
頁
、
山
中
・

　
　
前
掲
注
（
4
）
七
六
四
頁
。

（
1
1
）
　
西
田
典
之
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
共
犯
理
論
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
六
年
）
一
五
〇
頁
、
井
田
良
「
故
意
な
き
者
に
対
す
る
教
唆
犯
は

　
　
成
立
し
う
る
か
」
同
『
犯
罪
論
の
現
在
と
目
的
的
行
為
論
』
（
一
九
九
五
年
）
一
八
二
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
九
頁
i
二
四
〇
頁
。

（
1
2
）
　
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
四
頁
参
照
。
山
中
教
授
自
身
は
、
こ
の
結
論
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
山
中
敬
「
「
共
犯
に
お
け
る
可
罰
的
不
法
従
属
性

　
　
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
『
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
（
一
九
九
七
年
目
三
〇
三
頁
以
下
。

（
1
3
）
　
由
ロ
・
前
掲
注
（
3
）
二
四
一
頁
。

（
！
4
）
　
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
四
二
頁
。
同
旨
、
島
田
聡
一
郎
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
一
頁
。

（
1
5
）
　
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
九
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
3
）
一
四
四
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
［
総
論
］
補
訂
版
』
（
一
九
九
六
年
）
二

　
　
九
二
頁
、
堀
内
・
前
掲
注
（
3
）
二
五
八
頁
。

（
1
6
）
　
曽
根
・
前
掲
注
（
1
5
）
二
九
三
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
町
野
・
前
掲
注
（
3
）
＝
二
頁
。
こ
の
ほ
か
、
修
正
惹
起
説
に
立
つ
の
は
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
｝
九
七
五
年
）
三
五
四
頁
以
下
、
西

　
　
田
・
前
掲
注
（
3
）
一
五
五
頁
以
下
、
堀
内
・
前
掲
注
（
3
）
二
五
八
頁
な
ど
。
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平
野
・
前
掲
注
（
1
7
）
三
五
六
頁
、

町
野
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
一
頁
。

松
宮
孝
明
「
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』

　
杁
仏
｛
呂
・
ユ
剛
掲
い
狂
　
（
2
0
）

　
楓
仏
｛
呂
・
ユ
則
掲
い
圧
　
（
2
0
）

　
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』

　
山
口
・
前
掲
注
（
3
）

　
山
口
・
前
掲
注
（
2
3
）

る
の
は
、
高
橋
・
前
掲
注

（
二
〇
〇
一
年
）

一
九
九
頁
な
ど
。

曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
六
頁
、
堀
内
・
前
掲
注
（
3
）
二
六
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
」
同
『
刑
事
立
法
と
犯
罪
体
系
』
（
二
〇
〇
三
年
）
二
八
0
1
二
八
一
頁
。

　
　
　
二
入
七
r
二
八
入
頁
。

　
　
　
二
八
八
頁
。

　
　
　
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
八
頁
。

　
　
　
二
四
二
r
二
四
三
頁
。

　
　
　
二
五
七
一
二
五
八
頁
。
同
旨
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
入
四
頁
。
こ
の
ほ
か
、
混
合
惹
起
説
を
支
持
す

　
　
　
（
3
）
＝
ハ
一
頁
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
4
）
二
五
頁
、
照
沼
亮
介
「
薄
畳
犯
の
構
造
と
因
果
性
」
法
学
政
治
学
論
究
四
八
号

三
八
四
頁
、
井
田
良
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
従
属
性
」
現
代
刑
事
法
二
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）
＝
八
頁
、
吉
田
・
前
掲
注
（
4
）

（
2
6
）
　
大
越
義
久
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
（
一
九
八
一
年
）
二
五
八
頁
。

（
2
7
）
　
大
越
・
前
掲
注
（
2
6
）
．
二
五
九
頁
。

（
兇
）
　
大
越
・
晶
削
掲
い
圧
（
％
）
　
一
工
ハ
○
頁
。

（
2
9
）
　
大
越
・
前
掲
注
（
2
6
）
二
六
一
頁
。

（
3
0
）
　
大
谷
實
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
二
四
頁
。

（
3
1
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
二
頁
。
同
旨
、
木
村
・
前
掲
注
（
3
）
一
四
三
頁
。

（
3
2
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
3
0
）
四
二
四
頁
。
同
旨
、
川
端
・
前
掲
注
（
3
）
四
九
八
頁
、

　
　
三
頁
。

前
田
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
三
頁
、
木
村
・
前
掲
注
（
3
）
　
四
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（
3
3
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』
（
一
九
九
一
年
目
三
七
三
頁
、
三
七
七
頁
、
福
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
四
五
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
3
）
二

　
　
六
六
頁
。

（
3
4
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
3
0
）
四
三
三
頁
、
四
八
二
一
四
八
三
頁
、
団
藤
・
前
掲
注
（
3
3
）
三
八
二
頁
以
下
、
前
田
・
前
掲
注
（
3
）
三
八
九
頁
、
三
九
九

　
　
頁
、
四
〇
六
頁
。

（
3
5
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
3
0
）
四
五
九
頁
、
四
六
八
頁
、
団
藤
・
前
掲
注
（
3
3
）
四
〇
七
頁
、
大
塚
．
前
掲
注
（
3
）
二
九
四
i
二
九
五
頁
、
三
〇
三
頁
。

　
　
た
だ
し
、
福
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
七
六
頁
、
二
八
○
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
3
）
四
三
三
頁
は
、
共
犯
の
故
意
は
既
遂
結
果
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て

　
　
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
3
6
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
3
0
）
四
七
二
頁
。
同
旨
、
大
塚
・
前
掲
注
（
3
）
三
〇
七
頁
、
福
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
八
二
頁
注
（
二
）
。

（
3
7
）
　
大
越
・
前
掲
注
（
2
6
）
二
＝
ハ
頁
以
下
。

（
3
8
）
　
高
僑
・
前
掲
注
（
3
）
二
〇
四
頁
以
下
、
内
田
文
昭
『
改
訂
刑
法
1
（
総
論
）
〔
補
正
版
〕
』
（
一
九
九
七
年
）
三
〇
一
頁
、
中
山
・
前
掲
注
（
5
）

　
　
二
二
頁
、
浅
田
・
前
掲
注
（
5
）
二
七
五
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
4
）
七
六
三
－
七
六
四
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
第
2
版
』
（
一
九
九
九
年
）

　
　
二
七
五
頁
以
下
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
二
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
2
5
）
二
五
六
頁
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）
1
』
（
二
〇
〇
二
年
）

　
　
＝
二
］
一
五
百
ハ
。

（
3
9
）
　
内
田
・
前
掲
注
（
3
8
）
三
一
．
四
頁
、
浅
田
和
茂
「
常
助
の
因
果
関
係
」
中
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
＝
四
頁
、
山
中
．
前
掲
注
（
3
）
一
五
四
頁

　
　
以
下
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
九
二
頁
、
内
藤
・
前
掲
注
（
3
8
）
＝
二
九
六
頁
以
下
。

（
4
0
）
　
中
山
中
↓
『
刑
法
総
論
』
2
九
八
二
年
目
四
七
三
頁
、
浅
田
和
茂
「
未
遂
の
教
唆
」
中
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
九
〇
頁
、
山
中
．
前
掲
注
（
4
）

　
　
八
三
八
頁
、
八
五
〇
頁
、
松
宮
・
前
掲
注
（
3
8
）
二
七
二
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
3
）
二
八
九
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
2
5
）
二
七
一
頁
、
二
七
三
頁
、

　
　
内
藤
・
前
掲
注
（
3
8
）
＝
二
八
九
頁
。

（
4
1
）
　
前
掲
注
（
7
）
参
照
。

10129巻4号



説論

46 45　44　43　42

大
谷
實
「
共
犯
に
関
す
る
諸
問
題
」
受
験
新
報
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
一
年
目
二
七
－
二
八
頁
。

大
塚
・
前
掲
注
（
3
）
二
七
五
頁
、
福
田
・
前
掲
注
（
1
）
二
五
四
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
3
0
）

中
山
・
前
掲
注
（
5
）
　
＝
ハ
頁
以
下
。
同
旨
、
山
中
・
前
掲
注
（
7
）
九
七
－
九
八
頁
。

浅
田
・
前
掲
注
（
4
0
）
入
七
頁
1
八
入
頁
。

大
越
・
前
掲
注
（
2
6
）
一
九
九
頁
以
下
。
同
旨
、
平
野
・
前
掲
注
（
1
）
「
七
「
頁
以
下
。

四
二
四
頁
。
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三
　
惹
起
説
の
意
義

　
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
む
べ
き
第
一
の
課
題
は
、
惹
起
説
と
は
ど
の
よ
う

な
学
説
を
い
う
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ω
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
惹
起
説
の
意
義
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
責
任
共
犯
説
や
不
法
共
犯
説
と

は
ど
の
よ
う
な
学
説
か
、
そ
し
て
、
惹
起
説
と
責
任
共
犯
説
・
不
法
共
犯
説
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
が
重
要
と
な

る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
責
任
共
犯
説
の
主
張
を
改
め
て
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
責
任
共
犯
説
の
主
唱
者
と
さ
れ
る
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
教
唆
犯

は
、
法
益
侵
害
の
点
で
は
正
犯
に
比
べ
て
当
二
面
が
低
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
唆
犯
は
正
犯
と
同
じ
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
法
益
侵
害
以
外
の
要
素
を
教
唆
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
法
益
侵
害
以
外
の
要
素

と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
教
唆
者
が
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
誘
惑
し
堕
落
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
唆
犯
は
、
正
犯
行
為
を
通
し

て
各
則
上
の
法
益
を
侵
害
す
る
と
同
時
に
、
正
犯
者
を
堕
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
犯
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
点
に
処
罰
根
拠
が
あ



共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ユ
ね

る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
は
じ
め
て
、
教
唆
犯
が
正
犯
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
わ
が
国
に
お
い
て
同
様
の
見
解
を
展
開
さ
れ
た
の
が
、
荘
子
邦
雄
博
士
で
あ
る
。
荘
子
博
士
は
、
極
端
従
属
性
説
の
立
場
か
ら
、
「
教

唆
犯
に
は
、
二
面
の
性
格
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
唆
犯
は
、
一
方
で
は
、
自
分
じ
し
ん
の
手
を
汚
さ
ず
に
、
た
だ
単
に
正
犯

の
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
正
犯
に
比
較
し
、
正
犯
が
お
こ
な
っ
た
行
為
に
対
し
て
遥
か
に
ゆ
る
い
関
係
に
た
つ
。
し
た

が
っ
て
、
教
唆
行
為
は
、
正
犯
の
行
為
に
比
較
し
、
緩
和
し
た
判
断
を
う
け
る
可
能
性
を
そ
な
え
る
。
し
か
し
、
教
唆
犯
は
、
他
方
に

お
い
て
、
正
犯
を
誘
惑
し
て
行
為
を
お
こ
な
わ
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
正
犯
に
比
較
し
て
重
い
責
任
を
お
う
可
能
性
を
そ
な
え
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
さ
れ
、
教
唆
犯
は
「
誘
惑
と
い
う
面
を
強
調
す
れ
ば
、
正
犯
と
お
な
じ
程
度
に
犯
罪
性
を
そ
な
え
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
般
に
、
責
任
共
犯
説
と
は
、
共
犯
者
が
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
へ
と
引
き
込
む
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
る
見
解
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
一
面
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

責
任
共
犯
説
が
主
張
さ
れ
た
最
大
の
目
的
は
、
教
唆
犯
の
法
定
刑
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
教
唆
犯
は
、
行
為
支
配
性
や
実
行
行

為
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
結
果
の
惹
起
の
点
に
お
い
て
は
正
犯
よ
り
当
布
性
が
低
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
唆
犯
は
正
犯
と
同

じ
法
定
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
結
果
の
惹
起
以
外
の
要
素
す
な
わ
ち
堕
落
の
要
素
を
教
唆
犯
の
処

罰
根
拠
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
責
任
共
犯
説
は
、
共
犯
者
が
正
犯
者
を
通
し
て
結
果
を
惹
起
し
た
点
を
共
犯

の
処
罰
根
拠
と
し
て
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
結
果
の
惹
起
の
点
と
並
ん
で
堕
落
の
点
を
も
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
含
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
吻
　
責
任
共
犯
説
の
主
張
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
べ
き
惹
起
説
と
は
、
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と

陥
れ
た
点
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
は
含
め
ず
、
構
成
要
件
的
結
果
を
間
接
的
に
惹
起
し
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
す

10329巻4号



説論

る
見
解
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
構
成
要
件
的
結
果
を
間
接
的
に
惹
起
し
た
こ
と
に
尽
き

る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
陥
れ
た
こ
と
を
も
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
含
め
る
べ
き
か
。
惹
起
説
と
責

任
共
犯
説
と
の
対
立
点
は
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
純
粋
惹
起
説
や
修
正
惹
起
説
と
呼
ば
れ
る
見
解
は
も
ち
ろ
ん
、
定
型
説
も
惹
起
説
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
定
型
説
は
、
共
犯
が
正
犯
を
通
じ
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
こ
と
の
み
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
要
素
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
付
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ

　
こ
れ
に
対
し
、
大
越
教
授
は
、
定
型
説
を
責
任
共
犯
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
定
型
説
は
、
共
犯
の
本
質
と
し
て
既

遂
結
果
の
惹
起
ま
で
は
要
求
せ
ず
、
共
犯
が
正
犯
に
実
行
行
為
を
行
わ
せ
た
点
を
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
型
説
の
実
際

上
の
帰
結
は
責
任
共
犯
説
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
実
行
行
為
と
は
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る
現
実
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
）

危
険
を
有
す
る
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
定
型
説
が
重
視
し
て
い
る
「
正
犯
の
実
行
行
為
の
惹
起
」
も
、
結
局
は
、
各
構
成
要
件

上
の
法
益
侵
害
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
要
素
な
の
で
あ
っ
て
、
法
益
侵
害
以
外
の
要
素
、
た
と
え
ば
堕
落
の
要
素
な
ど
が
共
犯
の
処
罰
根

拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
定
型
説
は
責
任
共
犯
説
で
は
な
く
惹
起
説
に
属
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
一
方
、
定
型
説
が
既
遂
結
果
の
惹
起
を
必
ず
し
も
共
犯
の
本
質
と
し
て
い
な
い
点
を
捉
え
て
、
定
型
説
の
考
え
方
は
惹
起
説
と
相
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
ず
、
惹
起
説
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
不
法
共
犯
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た

見
解
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
既
遂
結
果
の
惹
起
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
る
学
説
こ
そ
が
惹
起
説
で
あ
る
と
の
理
解
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
学
説
と
し
て
は
、
責
任
共
犯
説
、
惹
起
説
と
並
ん
で
不
法
共
犯
説
と
い
う
範
疇
が
設
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

　
共
犯
の
本
質
を
既
遂
結
果
の
惹
起
に
求
め
る
か
、
正
犯
の
実
行
行
為
の
惹
起
で
足
り
る
と
す
る
か
は
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
し
か

し
、
既
述
の
と
お
り
、
定
型
説
も
、
も
っ
ぱ
ら
各
則
上
の
構
成
要
件
に
定
め
ら
れ
た
結
果
の
惹
起
と
の
関
連
で
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
捉

え
、
そ
れ
以
外
の
要
素
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
点
で
は
純
粋
惹
起
説
な
ど
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
定
型
説
の

よ
う
に
正
犯
の
実
行
行
為
の
惹
起
を
共
犯
の
本
質
と
捉
え
る
見
解
も
惹
起
説
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
理
解
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
明
確
化
に
も
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る

議
論
は
非
常
に
複
雑
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
学
説
の
分
類
は
可
能
な
限
り
単
純
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
学
説
を
、
責
任
共
犯
説
、
惹
起
説
、
不
法
共
犯
説
の
三
つ
に
分
類
し
た
場
合
、
責
任
共
犯
説
と
他
の
二
説

は
、
構
成
要
件
的
結
果
の
実
現
の
み
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
す
る
か
否
か
に
対
立
点
が
あ
り
、
他
方
、
惹
起
説
と
不
法
共
犯
説
と
の
違

い
は
、
共
犯
の
本
質
を
既
遂
の
結
果
の
惹
起
に
見
る
か
、
正
犯
の
実
行
行
為
の
惹
起
に
求
め
る
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

異
な
る
二
つ
の
問
題
が
同
じ
次
元
で
議
論
さ
れ
、
議
論
が
混
乱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
学
説
は
、

ま
ず
、
構
成
要
件
的
結
果
の
惹
起
以
外
の
．
要
素
を
も
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
含
め
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
大
き
く
責
任
共
犯
説
と

惹
起
説
の
二
つ
に
分
け
、
次
い
で
、
惹
起
説
内
部
に
お
け
る
見
解
の
対
立
と
し
て
、
共
犯
の
本
質
を
既
遂
結
果
の
惹
起
に
求
め
る
か
、

正
犯
の
実
行
行
為
の
惹
起
と
す
る
か
の
問
題
を
論
じ
た
方
が
、
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
個
　
他
方
、
レ
ス
お
よ
び
ト
レ
ク
セ
ル
の
見
解
は
、
惹
起
説
で
は
な
く
責
任
共
犯
説
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
レ
ス
や
ト
レ

ク
セ
ル
に
よ
る
と
、
教
唆
犯
も
、
正
犯
と
同
様
、
各
則
上
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
正
犯
者
意
思
や
行
為

支
配
性
を
欠
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
正
犯
よ
り
不
法
の
程
度
が
低
い
。
し
か
し
、
他
方
、
正
犯
者
に
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
社
会
生
活
上
、
正
犯
者
を
不
利
益
な
立
場
に
追
い
込
む
と
い
う
点
で
は
、
教
唆
犯
は
正
犯
よ
り
不
法
の
程
度
が
高
い
。
教
唆
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説i－A
口田

草
が
正
犯
と
同
じ
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
教
唆
犯
は
、
間
接
的
に
法
益
を
侵
害
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
こ
と
と
、
正
犯
者
を
違
法
な
行
為
へ
と
誘
惑
す
る
こ
と
の
両
方
に
処
罰
根
拠
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
レ
ス
ら
の
見
解
は
、
教
唆
犯
が
正
犯
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
法
益
侵
害
と
並
ん
で
他

の
要
素
を
も
教
唆
犯
の
処
罰
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
レ
ス
ら
の
見
解
は
、
責
任
共
犯
説
と
共
通
の
理
論
的
基
盤
に

立
脚
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
た
だ
、
制
限
従
属
性
説
と
の
調
和
を
図
っ
て
、
堕
落
の
要
素
の
内
容
を
「
正
犯
者
を
責
任
と
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

罰
へ
と
引
き
込
む
こ
と
」
か
ら
「
正
犯
者
を
不
法
へ
と
引
き
込
む
こ
と
」
へ
と
修
正
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

見
解
が
「
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
修
正
さ
れ
た
責
任
共
犯
説
と
定
型
説
と
は
、
い
ず
れ
も
不
法
共
犯
説
と
し
て
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
正
犯
の
違

法
な
行
為
を
惹
起
す
る
点
に
共
犯
の
本
質
を
見
て
い
る
点
で
、
両
者
は
共
通
す
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
修
正

さ
れ
た
責
任
共
犯
説
は
、
違
法
な
正
犯
行
為
の
惹
起
を
法
益
侵
害
で
は
な
く
堕
落
の
要
素
の
内
容
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
定
型
説

は
、
違
法
な
正
犯
行
為
の
惹
起
を
法
益
侵
害
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
基
本
的
な
考
え
方
を
異
に
す
る
と
い

　
　
　
〔
1
3
ズ
ー
4
）

う
べ
き
で
あ
る
。

　
㈲
　
そ
れ
で
は
、
責
任
共
犯
説
と
惹
起
説
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
立
場
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、
学
説
上
は
惹
起

説
が
通
説
で
あ
り
、
現
在
、
責
任
共
犯
説
を
支
持
す
る
者
は
皆
無
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
責
任
共
犯
説
の
主
張
が
右
に

述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
責
任
共
犯
説
は
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。

　
た
と
え
ば
、
責
任
共
犯
説
に
対
し
て
は
、
共
犯
を
各
構
成
要
件
上
の
法
益
に
対
す
る
罪
で
は
な
く
、
正
犯
者
に
対
す
る
罪
と
捉
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
は
不
当
で
あ
る
と
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
責
任
共
犯
説
が
堕
落
の
要
素
の
み
を
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
妥
当
で
な
い
。
刑
法
の
第
一
次
的
な
任
務
が
法
益
の
保
護
に
あ
る
以
上
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
も
、
法
益
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）

侵
害
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
を
全
く
考
慮
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
責
任
共
犯
説
は
、
法
益
侵
害
の
要
素
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
益
侵
害
の
ほ
か
に
堕
落
の
要
素
も
共

犯
の
処
罰
根
拠
に
含
ま
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
責
任
共
犯
説
も
、
刑
法
の
任
務
を
法
益

の
保
護
に
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
右
の
批
判
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
、
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
へ
と
誘
惑
す
る
点
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
る
責
任
共
犯
説
は
制
限
従
属
性
説
と
相
容
れ
な
い
と

　
　
（
！
6
）

の
批
判
も
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
刑
法
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
と
異
な
り
明
文
で
制
限
従
属
性
説
を
定
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
解
釈
論
上
、
極
端
従
属
性
説
を
支
持
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
、
ト
レ
ク
セ
ル
や
レ
ス
の
見
解

の
ご
と
く
、
誘
惑
の
要
素
の
内
容
を
制
限
従
属
性
説
に
適
合
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
責
任
共
犯
説
は
蓄
助
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
説
明
に
窮
す
る
と
の
批
判
も
あ
る
。
責
任
共
犯
説
の
最
大
の
狙
い
が
教
唆
犯
の
法
定

刑
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
責
任
共
犯
説
は
、
教
唆
犯
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
教
唆
犯
の
場
合
は
、
教
唆
者
が
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
陥
れ
た
と
説
明
し
や
す
い
が
、
幕
助
犯
の
場
合
、
正
犯
者
は

す
で
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
幣
助
者
が
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
誘
惑
し
た
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
る
。
事
実
、
ト
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ク
セ
ル
は
、
「
塾
則
は
も
っ
ぱ
ら
正
犯
行
為
の
遂
行
に
因
果
的
に
寄
与
し
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
討
助
犯
に
関
し
て
は
責

任
共
犯
説
を
放
棄
し
、
惹
起
説
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
捉
え
て
、
責
任
共
犯
説
は
教
唆
犯
と
掘
助
犯
の
処
罰
根
拠
を

統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
唆
犯
と
蓄
髪
犯
の
刑
が
異
な
る
こ
と
に
着
目
す

れ
ば
、
両
者
の
処
罰
根
拠
を
同
じ
く
解
す
る
必
然
性
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
教
唆

犯
は
法
益
侵
害
と
正
犯
者
に
対
す
る
誘
惑
の
両
者
を
処
罰
根
拠
と
し
、
刑
の
減
軽
さ
れ
る
帯
助
犯
は
（
正
犯
よ
り
軽
い
程
度
の
）
法
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

侵
害
の
み
を
処
罰
根
拠
と
す
る
と
解
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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説論

㊦
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
責
任
共
犯
説
に
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
批
判
の
多
く
は
、
必
ず
し
も
決
定
的
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。

た
だ
、
結
論
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
責
任
共
犯
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、

他
人
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
む
と
い
う
事
態
は
共
犯
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
教
唆
犯
は
、
結
果
の
惹
起
と
い

う
点
で
は
正
犯
よ
り
当
罰
性
が
低
い
が
、
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
ん
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
正
犯
よ
り
当
罰
性
が
高
い
の
で
、
正

犯
と
同
じ
法
定
刑
で
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
責
任
共
犯
説
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
共
同
正
犯
の
事
例
に
お
い
て
は
、
一

方
の
共
同
正
犯
者
が
他
方
の
共
同
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
誘
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
人
に
武
器
の
提
供
を
依
頼
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
正
犯
者
が
常
助
者
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
む
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
正
犯
が
他
人
を
犯
罪
へ
と
陥
れ

る
こ
と
も
あ
り
う
る
以
上
、
「
教
唆
犯
は
正
犯
者
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
ん
だ
点
で
正
犯
よ
り
責
任
が
重
い
」
と
い
う
責
任
共
犯
説
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

張
は
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
堕
落
の
要
素
も
し
く
は
誘
惑
の
要
素
は
極
め
て
不
明
確
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
犯
者
が
ど
の
程

度
、
正
犯
者
を
堕
落
さ
せ
た
か
、
誘
惑
さ
せ
た
か
を
証
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
他
人
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
む
こ
と
は
、

社
会
的
に
許
容
し
が
た
い
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
正
犯
の
場
合
、
単
に
量
刑
の
問
題
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
場
合
も
、
他
人
を
犯
罪
へ
と
引
き
込
ん
だ
点
は
あ
え
て
処
罰
根
拠
と
す
る
必
要
は
な
く
、
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
責
任
共
犯
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
惹
起
説
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
問
題

と
な
る
の
は
、
惹
起
説
の
内
部
に
お
け
る
見
解
の
対
立
を
い
か
に
解
決
す
る
か
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
に
す
る
。
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共犯の処罰根拠論の現状と課題（一）
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